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民 生 常 任 委 員 会 記 録 

 

１．会議日時 

  平成２８年３月９日（水）午前１０時   開会 

              午後 ５時４分 散会 

 

１．場所 

  ３０１会議室 

 

１．出席委員 

  委 員 長 上 村 高 義 副委員長 嶋野浩一朗     委  員 森 西  正 

  委  員 村 上 英 明 委  員 増 永 和 起    委  員 南 野 直 司  

 

１．欠席委員 

  なし 

 

１．説明のため出席した者 

  市 長 森山一正  副市長 小野吉孝    

  生活環境部長 登阪 弘  同部理事 北野人士 

同部次長 山田雅也  同部次長兼環境業務課長 豊田拓夫 

同部参事兼産業振興課長 池上 彰 

市民課長 川本 勝也  自治振興課長 早川 茂    

市民活動支援課長 谷内田 修  環境センター長 森川 護   

環境政策課長 三浦佳明 

農業委員会事務局長 林 彰彦 

保健福祉部長 堤 守  同部理事 島田 治 

同部参事兼生活支援課長 東澗順二  同部参事兼高齢介護課長 鈴木康之 

  保健福祉課長 丹羽和人  障害福祉課長 吉田量治 

  国保年金課長 安田信吾  保健福祉課参事 川口敦子 

 

１．出席した議会事務局職員 

  事務局長 藤 井 智 哉 同局書記 井 上 智 之 

 

１．審査案件（審査順） 

議案第 １号 平成２８年度摂津市一般会計予算所管分 

議案第 ９号 平成２７年度摂津市一般会計補正予算（第４号）所管分 

  議案第 ６号 平成２８年度摂津市パートタイマー等退職金共済特別会計予算 

  議案第 ３号 平成２８年度摂津市国民健康保険特別会計予算 
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  議案第１１号 平成２７年度摂津市国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

  議案第４１号 摂津市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定の件 

  議案第 ８号 平成２８年度摂津市後期高齢者医療特別会計予算 

  議案第１４号 平成２７年度摂津市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

  議案第 ７号 平成２８年度摂津市介護保険特別会計予算 

  議案第１３号 平成２７年度摂津市介護保険特別会計補正予算（第４号） 

  議案第３８号 摂津市敬老金条例の一部を改正する条例制定の件 

  議案第４２号 摂津市介護保険条例の一部を改正する条例制定の件 

  議案第３７号 摂津市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例及び摂津市身体障 

害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例の一部を改正する 

条例制定の件所管分 

  議案第３９号 摂津市立保健センター条例の一部を改正する条例制定の件 

  議案第２２号 摂津市立別府コミュニティセンター条例制定の件 

  議案第４０号 摂津市斎場条例の一部を改正する条例制定の件 

  議案第４３号 摂津市企業立地等促進条例の一部を改正する条例制定の件所管分 
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（午前１０時 開会） 

○上村高義委員長 ただいまから、民生常

任委員会を開会します。 

 理事者から挨拶を受けます。 

 森山市長。 

○森山市長 おはようございます。 

 年度末、何かとお忙しいところ、本日は

民生常任委員会をお持ちいただきまして

大変ありがとうございます。 

 本日は、過日の本会議で当委員会に付託

されました案件についてご審査をいただ

くわけでございますが、何とぞ慎重審査の

上、ご可決いただきますよう、よろしくお

願いいたします。 

 一旦退席させていただきます。 

○上村高義委員長 挨拶が終わりました。 

 本日の委員会記録署名委員は増永委員

を指名します。 

 審査の順序につきましては、お手元に配

付しています案のとおり行うことに異議

ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○上村高義委員長 異議なしと認め、その

ように決定します。 

 暫時休憩します。 

（午前１０時１分 休憩） 

（午前１０時２分 再開） 

○上村高義委員長 再開します。 

 議案第１号所管分及び議案第９号所管

分の審査を行います。 

 本２件のうち、議案第９号所管分につい

ては補足説明を省略し、議案第１号所管分

についての補足説明を求めます。 

 堤保健福祉部長。 

○堤保健福祉部長 それでは、議案第１号、

平成２８年度摂津市一般会計歳入歳出予

算のうち、保健福祉部が所管いたしており

ます事項につきまして、目を追って、その

主なものについて補足説明をさせていた

だきます。 

 まず、歳入でございますが、２８ページ、

款１２分担金及び負担金、項１負担金、目

１民生費負担金のうち保健福祉部に係る

ものは、介護給付費利用者負担金などで、

前年度に比べ３％、９７２万８，０００円

の減となっております。 

 ３２ページ、款１３使用料及び手数料、

項２手数料、目２衛生手数料のうち保健福

祉部に係りますものは、狂犬病予防注射済

票交付手数料などで、前年度と同額でござ

います。 

 ３４ページ、款１４国庫支出金、項１国

庫負担金、目１民生費国庫負担金は、生活

保護費や障害者自立支援給付費などの負

担金が主なものとなっております。前年度

に比べ１．８％、５，２２０万８，０００

円の増となっております。 

 ３６ページ、目２衛生費国庫負担金は、

養育医療費負担金で、前年度と同額でござ

います。 

 項２国庫補助金、目２民生費国庫補助金

のうち保健福祉部に係りますものは、社会

福祉費補助金、生活保護費補助金と障害福

祉費補助金で、前年度に比べ１２．９％、

６１３万５，０００円の減となっておりま

す。これは、生活保護適正実施推進事業補

助金や地域生活支援事業補助金の減によ

るものでございます。 

 ３８ページ、目３衛生費国庫補助金は、

がん検診推進事業補助金で、前年度に比べ

６５．９％、８８万９，０００円の減とな

っております。これは、補助対象の見直し

によるものでございます。 

 ４０ページ、項３委託金、目２民生費委

託金は国民年金事務等に係る委託金など

で、前年度に比べ２１．４％、４０３万８，



- 4 - 

 

０００円の増となっております。 

 款１５府支出金、項１府負担金、目１民

生費府負担金は、国民健康保険及び後期高

齢者医療保険の基盤安定負担金、障害者自

立支援給付費等負担金が主なものとなっ

ており、前年度に比べ３．４％、２，８１

５万円の増となっております。これは、後

期高齢者医療保険基盤安定負担金や障害

者自立支援給付費等負担金の増などによ

るものでございます。 

 ４２ページ、目２災害弔慰金府負担金は、

前年度と同額でございます。 

 目３衛生費負担金は、養育医療費負担金

で、前年度と同額でございます。 

 項２府補助金、目２民生費府補助金は、

老人医療費補助金などが主なもので、前年

度に比べ６％、１，１５９万６，０００円

の増となっております。これは、老人医療

費補助金の増などによるものでございま

す。 

 ４４ページ、目３衛生費府補助金は、前

年度に比べ４．４％、２５万３，０００円

の減となっております。 

 ５４ページ、款１９諸収入、項３貸付金

元利収入は、目４で三次救命救急センター

貸付金元利収入を計上いたしております。 

 項４雑入、目２雑入のうち保健福祉部に

係りますものは、５６ページの保健福祉課、

生活支援課、高齢介護課、障害福祉課及び

国保年金課分で、予防接種自己負担金、社

会福祉協議会地域福祉活動拠点整備負担

金、生活保護法による返還金・徴収金や一

部負担金相当額と一部助成返還金などで

ございます。 

 ６０ページ、款２０市債、項１市債、目

２民生債は、前年度に比べ１，８４５．７％、

６，４６０万円の増でございます。これは、

デイハウスました建替事業債の計上によ

るものでございます。 

 続きまして、歳出でございますが、１０

２ページから１０６ページの款３民生費、

項１社会福祉費、目１社会福祉総務費は、

事務の執行に係る経費のほか、広域連合医

療給付等負担金などの負担金、国民健康保

険など特別会計への繰出金が主なもので、

人件費事業を除き、前年度に比べ７．３％、

２億８９１万４，０００円の増となってお

ります。これは、デイハウスました建替工

事や特別会計繰出金の増などによるもの

でございます。 

 １０６ページ、目２老人福祉費は、高齢

者の福祉サービスに係る経費で、敬老金や

住宅改造費用助成費の減により、前年度に

比べ５．４％、１，１１４万円の減となっ

ております。 

 １０８ページ、目３国民年金総務費と目

４国民年金事務費は、国民年金事務に係る

経常経費でございます。 

 １１０ページ、目５老人医療助成費は、

老人医療費の増により、前年度に比べ１８．

７％、２，８９０万円の増となっておりま

す。 

 目６障害者医療助成費は、前年度に比べ

１％、１２６万１，０００円の減となって

おります。 

 目７障害福祉費は、障害者に係る福祉サ

ービスや指定管理料が主なもので、障害福

祉サービス費等給付費などの扶助費の増

により、前年度に比べ４．６％、９，０８

１万円の増となっております。 

 １１４ページからの項２児童福祉費、目

１児童福祉総務費のうち保健福祉部に係

りますものは、１１６ページの助産施設運

営費負担金で、前年度と同額でございます。 

 １２０ページ、項３生活保護費、目１生

活保護総務費は、人件費事業を除き、前年
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度に比べ８１．４％、１，５８８万円の増

となっております。これは、生活保護シス

テム更新委託料などの増によるものでご

ざいます。 

 １２２ページ、目２扶助費は、前年度に

比べ０．８％、２，３２９万３，０００円

の減となっております。 

 項４災害救助費、目１災害救助費は、災

害弔慰金などでございます。 

 １２４ページ、款４衛生費、項１保健衛

生費、目１保健衛生総務費は、人件費を除

き、前年度に比べ６．６％、１，２０９万

１，０００円の増となっております。これ

は、保健センター管理委託料の増などによ

るものでございます。 

 目２予防費は、前年度に比べ０．５％、

２１９万８，０００円の減となっておりま

す。 

 １２８ページ、目３環境衛生費は、前年

度に比べ１％、１５万１，０００円の減と

なっております。 

 １９４ページ、款１１諸支出金、項１災

害援護資金貸付金、目１災害援護資金貸付

金は、前年度と同額でございます。 

 以上、保健福祉部が所管いたしておりま

す平成２８年度一般会計歳入歳出予算に

ついての補足説明とさせていただきます。 

○上村高義委員長 登阪生活環境部長。 

○登阪生活環境部長 議案第１号、平成２

８年度摂津市一般会計予算のうち、生活環

境部、環境部門以外にかかわる主な事項に

つきまして、目を追って、補足説明をさせ

ていただきます。 

 それでは、８ページ、第２表債務負担行

為のうち生活環境部に係りますものは、コ

ミュニティセンター指定管理事業でござ

います。これは、別府コミュニティセンタ

ーについて、指定管理者による管理を行う

ため債務負担行為を設定いたすもので、期

間、限度額は記載のとおりでございます。 

 続きまして、歳入でございます。 

 ２８ページ、款１３使用料及び手数料、

項１使用料、目１総務使用料のうち生活環

境部に係るものは、コミュニティプラザ使

用料が主なものでございます。また、別府

コミュニティセンター開設に伴い、コミュ

ニティセンター使用料を計上いたしてお

ります。 

 なお、機構改革にあわせまして予算科目

の整理を行っており、文化ホール使用料、

市民ルーム使用料等につきましては、民生

使用料から総務使用料へ目の変更を行っ

ております。 

 ３０ページ、目３衛生使用料のうち市民

課に係る主なものは、斎場使用料及び葬儀

会館使用料でございます。 

 ３２ページ、項２手数料、目１総務手数

料のうち市民課に係る主なものは、戸籍手

数料、住民票手数料及び印鑑証明手数料で

ございます。 

 目２衛生手数料のうち市民課に係るも

のは、墓地手数料でございます。 

 目３農林水産業手数料のうち農業委員

会手数料は、土地現況証明手数料でござい

ます。 

 ３６ページ、款１４国庫支出金、項２国

庫補助金、目１総務費国庫補助金のうち戸

籍住民基本台帳費補助金は、マイナンバー

制度の実施に伴います個人番号カード交

付事業に関する補助金でございます。 

 ４０ページ、項３委託金、目１総務費委

託金のうち戸籍住民基本台帳費委託金は、

中長期在留者と特別永住者に係る住居地

届出等事務に係る委託金でございます。 

 ４２ページ、款１５府支出金、項２府補

助金、目１総務費府補助金のうち権限移譲
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交付金は、ＮＰＯ法人の設立認証等及び旅

券発給事務の権限移譲に係る交付金でご

ざいます。また、防犯対策費補助金は、防

犯カメラ設置に関する補助金でございま

す。 

 ４６ページ、目４農林水産業費府補助金

のうち農業委員会費補助金は、農業委員会

に係る農業委員会交付金と機構集積支援

事業費補助金でございます。また、農業振

興費補助金は、農業地域力創造推進事業費

補助金と多面的機能支払交付金でござい

ます。 

 目５商工費府補助金は、消費生活相談に

係る地方消費者行政活性化交付金等でご

ざいます。 

 ４８ページ、項３委託金、目１総務費委

託金のうち戸籍住民基本台帳費委託金は、

人口動態調査に係る事務委託金でござい

ます。 

 款１６財産収入、項１財産運用収入、目

１財産貸付収入のうち産業振興課に係る

ものは、摂津市商工会への建物貸付収入で

ございます。 

 ５０ページ、款１８繰入金、項２基金繰

入金、目４墓地管理基金繰入金は、基金に

よって賄われる墓地の管理経費でござい

ます。 

 ５２ページ、款１９諸収入、項３貸付金

元利収入、目２中小企業事業資金融資預託

金収入は、市内の金融機関に預託しており

ます元金収入で、融資制度の変更に伴い、

前年度と比べ１億５，０００万円の増額と

なっております。 

 ５４ページ、款１９諸収入、項４雑入、

目２雑入のうち自治振興課に係ります安

全・安心まちづくり推進助成金は、大阪府

市町村振興協会からの防犯カメラ設置に

関する助成金でございます。 

 ５８ページ、旅券事務印紙等売捌収入は、

パスポート引換書に添付する収入印紙及

び大阪府証紙の売捌収入でございます。ま

た、旅券事務印紙等売捌手数料は、収入印

紙及び大阪府証紙の売捌手数料でござい

ます。 

 続きまして、歳出でございます。 

 ７４ページ、款２総務費、項１総務管理

費、目６都市交流費は、都市交流及び国際

交流に係る経費でございます。 

 ７６ページ、目１０防犯対策費は、防犯

カメラ保守点検委託料や光熱水費、また、

防犯カメラ設置等に係る経費が主なもの

でございます。 

 ７８ページ、目１３自治振興費は、地区

振興委員報酬、犯罪被害者等への支援、摂

津まつり振興会補助金、地域活性化事業補

助金に係る経費が主なものでございます。 

 ８０ページ、目１４文化振興費のうち生

活環境部に係るものは、文化ホールのリニ

ューアル工事請負費のほか、文化ホール、

正雀市民ルーム等の指定管理料が主なも

のでございます。 

 ８２ページ、目１５コミュニティプラザ

費は、コミュニティプラザの指定管理料及

び市民公益活動補助金及び市制施行５０

周年企画事業補助金が主なものでござい

ます。 

 目１６コミュニティセンター費は、別府

コミュニティセンターの工事請負費、開設

準備に係る経費のほか、開設後の指定管理

料が主なものでございます。 

 ９０ページ、項３戸籍住民基本台帳費、

目１戸籍住民基本台帳費は、市民サービス

コーナー嘱託員及び個人番号カード交付

事務嘱託員の賃金、窓口業務委託料、個人

番号カード関連事務交付金等が主なもの

でございます。 
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 １２８ページ、款４衛生費、項１保健衛

生費、目６斎場費は、斎場及び葬儀会館の

指定管理料が主なものでございます。 

 １３０ページ、墓地管理費は、市営墓地

３か所の管理に係る経費でございます。 

 １３６ページ、款５農林水産業費、項１

農業費、目１農業委員会費は、農業委員会

運営に係る経費で、農業委員報酬が主なも

のでございます。 

 １３８ページ、目３農業振興費は、農業

振興会補助金、花とみどりの補助金、農業

祭実行委員会補助金、農園管理指導委託料

が主なものでございます。 

 １４０ページ、款６商工費、項１商工費、

目２商工振興費は、企業立地奨励金及び中

小企業事業資金融資預託金が主なもので

ございます。 

 １４２ページ、目３消費対策費は、消費

生活相談ルームにおける相談業務及び消

費者啓発に係る経費でございます。 

 以上、平成２８年度摂津市一般会計予算

のうち、生活環境部、環境部門以外にかか

わります歳入歳出予算の補足説明とさせ

ていただきます。 

○上村高義委員長 北野生活環境部理事。 

○北野生活環境部理事 議案第１号、平成

２８年度摂津市一般会計予算のうち、生活

環境部、環境部門にかかわる主な事項につ

きまして、目を追って、補足説明をさせて

いただきます。 

 まず、歳入でございます。 

 ３２ページ、款１３使用料及び手数料、

項２手数料、目２衛生手数料のうち塵芥処

理手数料は、一般廃棄物焼却手数料及び臨

時ごみ等の収集運搬処分手数料が主なも

のでございます。 

 鳥獣登録手数料は、鳥獣の保護及び狩猟

の適正化に関する法律に定める鳥獣飼養

登録等事務手数料でございます。 

 ４６ページ、款１５府支出金、項２府補

助金、目３衛生費府補助金のうち環境政策

課にかかわる権限移譲交付金は、公害対策

費及び違法屋外広告物除去事務経費に対

する補助金と鳥獣飼養登録事務費交付金

でございます。 

 ５０ページ、款１８繰入金、項２基金繰

入金、目３環境基金繰入金は、環境関連事

業の財源の一部として環境基金から繰り

入れを予定いたしております。 

 ５６ページ、款１９諸収入、項４雑入、

目２雑入のうち環境業務課にかかわるも

のは、資源ごみ売却収入等でございます。 

 続きまして、歳出でございます。 

 １２４ページ、款４衛生費、項１保健衛

生費、目１保健衛生総務費のうち環境政策

課にかかわるものは、環境の保全及び創造

に関する条例の改正に伴う審議会委員報

酬及び環境の保全協定地位確認及び井戸

掘削差止等請求事件にかかわります訴訟

等委託料を計上いたしております。 

 １２８ページ、款４衛生費、項１保健衛

生費、目４公害対策費は、水質大気の分析

及び騒音測定の委託料が主なものでござ

います。 

 目５環境政策費は、市制施行５０周年記

念市民環境フェスティバルの開催に係る

経費を新たに計上いたしております。 

 １３０ページ、款４衛生費、項２清掃費、

目１清掃総務費は、前年度に比べて３．

１％の減となっております。 

 １３２ページ、目２塵芥処理費は、リサ

イクルプラザの管理棟の新設やチップ機、

パッカー車等の買い替えが主なもので、前

年に比べ１３．５％の増となっております。 

 １３４ページ、目４環境センター費は、

焼却施設の運転維持管理に係る経費でご
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ざいます。 

 以上、生活環境部、環境部門にかかわる

歳入歳出予算の補足説明とさせていただ

きます。 

○上村高義委員長 説明が終わり、質疑に

入ります。 

 増永委員。 

○増永和起委員 それでは、質問させてい

ただきます。 

 主に予算概要に基づいて質問いたしま

す。 

 まず、概要の２４ページ、市政モニター

事務事業ですけれども、今回、市政モニタ

ーの制度を変更されたということですが、

どのように変わるのか、またどんな人が選

ばれるのか。今までは、団体からの代表の

方とかもいらっしゃったと思うんですけ

れども、そういうことについて教えていた

だきたいと思います。 

 次に、概要の２８ページ、コミュニティ

センター事業について。条例もありますけ

れども、非常勤の職員等の賃金と、それか

ら指定管理の委託料が、このコミュニティ

センター事業の中に計上されています。そ

れぞれの仕事はどうされるのか、教えてい

ただきたいと思います。 

 続きまして、概要の３４ページ、戸籍事

務事業とあります。今、同性婚は法律では

認められていないわけですけれども、性的

マイノリティーに対しての人権擁護とい

う問題が出てきております。代表質問でも

お話をさせていただきましたけれども、同

性カップルの証明を発行している自治体

が最近出てきているということです。これ

について把握をされているのか、お考えを

教えていただきたいと思っています。 

 それから、概要３４ページ、市民サービ

スコーナー事業。どれくらい利用者がある

のか、どのような業務を行っているのかに

ついて教えてください。 

 同じく概要３４ページのコンビニ交付

事業。今までにも何回も説明はいただいて

いるんですけれども、いよいよ行っていく

ということですので、改めてその中身につ

いて教えてください。 

 それから、個人番号カード交付事業。現

在の状況について、通知カードの状況はど

うなのか。それから、個人番号カードの申

し込み状況と、交付をしているのはどれぐ

らいあるのか。あと、体制を整えられよう

としていると思いますので、その体制につ

いても教えてもらいたいと思います。それ

から、今後の普及の見通しについて教えて

ください。 

 それから、概要の４６ページ、生活困窮

者自立支援事業。いろんな相談が来ている

と思うんです。就労準備支援等事業負担金

だとか住居確保給付金。また、一時生活支

援事業負担金というのもあると思うんで

すけれども、具体的な相談、どんなことが

あるのか、またどれぐらいの相談が来てい

るのか。ここに書かれているような、例え

ば住居の確保のために給付金を出したと

か、そういう実績があるのか。あれば教え

ていただきたいと思います。 

 それから、４８ページ、敬老事業ですね。

祝い金や祝い品の今までの経過はどうだ

ったのか、今後どうしていくのか、対象者

はどれぐらいいらっしゃるのかというこ

とについて説明いただきたいと思います。 

 ４８ページ、ひとり暮らし高齢者等安全

対策事業。ここに緊急通報装置のことが書

かれていますけれども、今どういう条件で、

どれぐらいの方々に普及がされているの

か。ふえているとか減っているとかの推移

も教えていただきたいと思います。 
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 それから、ライフサポーター業務委託料

が載っています。ライフサポーターもふや

して、いろいろ体制を整えて今年度は新し

く行っていこうとされている事業である

と思います。ご説明をお願いします。 

 それから、６４ページ、生活保護事業。

代表質問でも言いましたけれども、生活保

護費は基準がどんどん下がっています。物

価も上がっていますし、消費税も８％に上

がり、また１０％へということも言われて

います。そういう中で、本当に苦しくなっ

ていると思うんですけれども、寄り添った

対応をぜひお願いしたいと思っています。 

 代表質問では、ケースワーカーの方の人

数とか、それから社会福祉士や、そういう

資格を持った方々のことをお聞きしまし

たけれども、１人のケースワーカーの方が

抱えておられる件数について。それが、こ

の数年間ふえていっているのか、どうして

いるのかということについて。それから、

今後どうしようとしてるいのかについて

お聞かせください。 

 そしてもう一つは、生活保護です。これ

も代表質問で言いましたけれども、住宅扶

助の限度額の引き下げが行われておりま

す。もう既にお引越しとか、そういうこと

もされた方がいらっしゃるとは聞いてい

るんですけれども、今どれぐらいの方が、

基準が下がったことによって対象となっ

ているのか。それと、特別な事情とか、そ

ういう場合は必ずしも引っ越しをしなく

てはいけないということではないと聞い

ていますけれども、その中身について、そ

れを適用する人が今あるのかということ

も教えていただきたいと思います。 

 続いて、６６ページのがん検診事業。去

年も乳がんとか子宮がんの検診の中で、す

ごく待ちが多くて、なかなか希望しても検

診が受けづらいというお話をさせていた

だきました。それについて改善が見込める

状況がありますでしょうか。子宮がん、乳

がんだけに限りません。ほかの検診も含め

て教えていただきたいと思います。 

 それから、７４ページ、ごみ収集処理事

業です。５年間の債務負担行為で民間に委

託をされるということで、安定して今後こ

の５年間やっていける見通しなのかどう

かということについて教えていただきた

いと思います。 

 それから、直営の状況はどうなのかと。

この５年間の見通しについて教えていた

だきたいと思います。職員の状況とかも教

えてください。 

 それから、７６ページ、ごみ処理施設維

持管理事業。ごみの収集の中身を変えて、

プラスチックごみも燃やすごみの中に加

え込むというようなことを聞いています。

塩化ビニールなどはどうなるんでしょう

か。 

 それから、プラスチックごみを燃やすと

いうことは、ダイオキシンが出るとか、い

ろんなことを考えて、地球環境に対してよ

くないと思って、市民の方々は一生懸命分

別してきたと思うんですけれども、それに

対してどういう説明をしていかれるのか

教えていただきたいと思います。 

 それから、続きまして８０ページ、中小

企業金融対策事業。大きく前進をした事業

で、本当にありがたいと思っています。内

容を教えていただきたいと思います。 

 それから、周知をどのようにするのか、

手続や審査は変わらないのかということ

を教えてください。 

 それから、８２ページ、創業支援事業が

あります。この具体的な中身について教え

てください。これはことし初めてではなく
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て継続だと思うんですけれども、昨年度利

用されて創業された方がいらっしゃるの

かどうかということも教えてください。 

 それから、融資の補助金も入っています

ので、この融資も受けられた方があるのか

どうかも教えてください。 

 続きまして、通行量及び購買実態調査事

業。３年に１回ということですが、どんな

調査をされて、どのように役立てるのか教

えてください。 

 同じページですが、企業立地等促進事業。

額も大きくふえて、新しく整えられると思

うのですが、この中身も教えてください。 

 それから、同じページに南千里丘分室管

理事業があります。これは、南千里丘分室

の施設管理の金額だと思います。この内容

について教えてください。 

 同じく８２ページ、スクラッチカード発

行事業。この事業について、内容と、どれ

だけの効果を見込んでいるのか。また、ど

こかからか要望があったんでしたら、その

要望はどこからというのも教えていただ

けたらと思います。 

○上村高義委員長 答弁を求めます。 

 早川課長。 

○早川自治振興課長 それでは、自治振興

課にかかわります１点についてお答えさ

せていただきます。 

 市政モニターの変更内容と、どんな人を

公募するのかということでございますが、

従前の市政モニターにつきましては、年５

回、会議を開催させていただいて、最終的

に市に提言をいただいておりました。団体

推薦については、先ほど委員おっしゃって

おられるように６人で、あとは一般公募で

お願いしておりました。 

 以前は決まった人が多く、高齢者の方が

非常に多かったということと、若い人のご

意見をいただきたいということで、昼間の

時間帯には、若い人が集まりにくというこ

とから、変更させていただいております。 

 今回は会議を廃止しまして、メール、郵

送またはファクス等で意見をいただいて、

それに対してこちらから回答等を返す形

をとらせていただいております。 

 現在、募集をかけさせていただいて、集

まったモニターは、２０代が３名、３０代

が３名、４０代が４名、５０代が１名、６

０代が４名、７０代が１名、計１６名の募

集がございました。この方たちについては、

この３月にご説明をさせていただいて、４

月から新しい制度を開始させていただき

たいと考えております。 

○上村高義委員長 谷内田課長。 

○谷内田市民活動支援課長 それでは、市

民活動支援課に係ります質問についてお

答えいたします。 

 コミュニティセンター事業について、こ

の管理運営体制ですけれども、今現在、指

定管理者と、それから市民活動支援課所属

の非常勤職員２名を配置して、この体制で

管理運営をしていきたいと考えておりま

す。 

 その中で、それぞれの役割についてとい

うことですけれども、まず指定管理者につ

きましては、主に施設の補修、維持管理に

関する業務、施設の使用申請の受理・許可

の業務、それと使用料の収納業務、こうい

ったところを中心に担っていただきたい

と考えております。 

 非常勤職員につきましては、これまでと

同様に講座の企画をしていただくととも

に、実施をしていただくと。あと、ほかの

公民館との連携、こういったところを中心

に担っていただきまして、全体としてコミ

ュニティセンターの管理運営をしていき
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たいと考えております。 

○上村高義委員長 川本課長。 

○川本市民課長 それでは、市民課に係り

ますご質問にお答え申し上げます。 

 まず、同性カップル証明の件でございま

すが、これにつきましては渋谷区のほうで

同性パートナーシップ証明という制度が

実施されているということは、報道等で把

握しております。渋谷区では人権部署、男

女共同参画部署で制度の立案、それから条

例所管をされていると認識しております。 

 続きまして、市民サービスコーナーの利

用者、業務内容でございますが、市民サー

ビスコーナーの業務内容につきましては、

主に住民票の交付、それから印鑑証明の交

付が主な業務となっております。 

 市民サービスコーナーの利用数でござ

いますけれども、平成２６年度実績で、住

民票と印鑑証明を合わせまして、年間２万

４，１９９件の利用がございました。 

 続きまして、コンビニ交付の中身という

ことでございます。コンビニ交付につきま

しては、個人番号カードを利用して、全国

のコンビニで早朝から夜間まで住民票等

がとれるサービスとなっております。本市

におきましては、２月１日から実施してお

ります。 

 本市の利用状況でございますけれども、

２月１日の運用開始日から昨日までの実

績でございますが、約１か月で２５件の利

用がございました。 

 続きまして、マイナンバーの通知カード

とマイナンバーカードの状況でございま

す。マイナンバーの通知カードにつきまし

ては、昨年１１月下旬から１２月上旬まで

各世帯に配付されたところでございます。

配付が約３万９，０００通ございまして、

そのうち市役所に返戻されてきましたの

が約４，１００通となっております。 

 この間、市役所に受け取りに来られまし

て、今現在、市役所に残っているのが約１，

５５０通残っております。 

 続きまして、マイナンバーカードの申請、

それから交付の状況でございますが、申請

の件数につきましてはＪ－ＬＩＳで把握

されておりまして、Ｊ－ＬＩＳが２月末現

在の数字を発表されております。摂津市民

の方の２月末での申請件数は５，８８３件

でございます。交付の件数でございますけ

れども、これはきのう現在でございますが、

１，２５０枚、市民の方に配付を行ってお

ります。 

 続きまして、マイナンバーカードの交付

の体制ということでございます。マイナン

バーカードの交付の体制につきましては、

現在、正職員１名、非常勤職員１０名の体

制で事務を行っております。 

 続きまして、今後の予定でございますが、

マイナンバーカードにつきましては、市民

課としましては、申請があって、市役所に

届いた分を随時交付していくという状況

でございます。 

 それから、最後ですが、マイナンバーカ

ードの普及の見通しということでござい

ます。なかなか摂津市だけでは見通しが立

てにくいんですが、国の想定でございます

けれども、国では平成２７年度末、ことし

の３月末までに大体８％、平成２８年度末、

大体１年後には２５％と想定されており

ます。 

○上村高義委員長 東澗参事。 

○東澗保健福祉部参事 生活困窮者自立

支援事業の相談の状況についてご説明し

ます。 

 同事業は平成２７年４月から実施して

おり、今年２月までの状況でございますが、
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新規の相談件数が１５０件、支援プランの

作成件数が２３件でございます。この中の

就労支援対象者数は１８件で、就労につな

がった件数が９件でございます。 

 具体的な相談の内容でございますが、就

労支援が中心になりますが、家の片づけや

身体的なことの相談、また、転居先の住居

を探してほしいなど多岐にわたる状況で

ございます。 

 次に、住宅確保給付金の状況でございま

すが、今年２月までの実績でございますが、

８件、８名の方を支援しており、執行額は

９０万３，０００円でございます。 

 この８名の方の状況でございますが、就

労に結びついた方が７名、現在、求職活動

中の方が１名でございます。 

 次に、生活保護のケースワーカーですが、

１ケースワーカー当たりの持ち世帯数は

現在１１３世帯になっております。 

 過去からの状況がどうかということで

ございますが、リーマンショックの平成２

０年のときは、急激に保護世帯が伸び、１

０％以上の伸びがありました。その当時は

ケースワーカーの増員をしておりました

が、ここ三、四年につきましては２％から

３％の伸びで、増加はしておりますが、伸

び率としては安定しているということで、

ケースワーカーの増員は過去３年間ござ

いません。 

 それで、今後の状況はどうかということ

ですが、やはり扶助費が今年度も当初予算

で２９億円ほど計上しておりますが、市の

財政運営にも大きな負担となってきてい

る状況がございます。この中で何をしてい

かなければいけないかといいますと、やは

り自立支援が重要なところだと思います

ので、ケースワーカーにつきましては通常

のルーチンワークで精一杯という状況も

ありますので、今後につきましては、積極

的な生活保護行政を展開していく上にお

いても、ケースワーカーを増員した中で対

応していかないといけないと考えており

ます。この件につきましては、人事課と毎

年協議を進めている状況でございます。 

 次に、住宅扶助の状況でございますが、

代表質問でもご答弁させてもらいました

が、増永委員が求められている現在の数字

ついては、各個別のケースワーカーがそれ

ぞれ対応していますので集計できていな

いんですが、現在の状況、７月から基準が

引き下げられ、それによって住宅扶助を減

額したという世帯はございません。今後６

月末までに転居するとか、また現状の形で

いけるかというのは、国の通知に基づいた

中で個別に丁寧に対応していきたいと考

えております。 

 仮の数字ですが、先の代表質問で大体半

分ぐらいの世帯が影響受けるということ

で、月３，０００円影響受けると、年間３

万６，０００円で、それが５００世帯とい

うことになると、１，８００万円となりま

す。 

 ただし、この対象者を全員転居させよう

かということを考えますと、１件の転居に

は、敷金とか、引っ越し代の費用で３０万

円ぐらいかかるんです。３０万円掛ける５

００世帯ということになると１億５，００

０万円という大きな経費がまたかかるよ

うなことになりますので、この辺も考えた

中で丁寧な支援を進めていきたいと考え

ております。 

○上村高義委員長 鈴木参事。 

○鈴木保健福祉部参事 それでは、高齢介

護課にかかわります３つのご質問にお答

えいたします。 

 まず、敬老事業につきましては、今まで
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の実績対象者、今後どうしていくのかとい

うご質問にお答えいたします。 

 まず、実績といたしましては、平成２６

年度は１，０２２名で１，１０１万円、平

成２７年度で１，０１７名に対して１，１

５９万３，０００円を交付しております。 

 また、敬老祝い品につきましては、平成

２５年度は１０７名の方に交付をしてお

り、また平成２６年度では１５１名の方に

記念品をお渡ししております。 

 今後、敬老事業をどうしていくのかにつ

きましては、敬老祝い金は高齢者がふえる

ことによりまして給付費が増大しており

ます。担当課としましては、今後の高齢者

の増加を考えますと、一定見直しをしまし

て、今求められている高齢者の見守り事業

にシフトしていく必要があると考えてお

りますので、今回、議案第３８号の中で敬

老金条例の一部を改正する条例を提案さ

せていただきまして、敬老祝い金の７７歳、

８８歳、９９歳、１００歳以上の給付につ

きまして、８８歳と１００歳だけの給付を

お願いし、今後見守りに財源をシフトしま

して、地域の方々の孤独の解消、また場合

によりましては孤独死等の発生の抑制と

いう観点も絡めまして、ライフサポーター

による訪問を充実しまして対応していき

たいと考えております。 

 次に、緊急通報装置の設置の内容と利用

者の推移ということですけども、緊急通報

装置は、家庭で事故や突然の病気のときに、

ペンダントのボタンを押せば事業者が駆

けつけてくれるという制度でございます。

対象者は、おおむね６５歳以上のひとり暮

らしの方で、病弱な方という形になってお

ります。 

 また、家族が同居されておられましても、

介護をしている方が就労等の事情により

昼間等不在の場合には対象となっており

ます。 

 対象者の推移としましては、平成２４年

で２１３名、平成２５年で２０５名、平成

２６年度で１８６名となっておりまして、

年々６％程度の利用者の減少となってお

ります。 

 ３つ目のライフサポーターの内容につ

きましてですけども、ライフサポーターは

現在、ひとり暮らし登録の高齢者の方を訪

問しております。３名体制で回っておりま

す。今回、ライフサポーターの人員を２名

ふやしまして５名体制とし、対象者を７５

歳以上に拡大しまして高齢者の訪問をし

ていきたいと考えております。 

 ７５歳以上の対象者の方は、現在８，４

００名程度の方がおられますので、中学校

区を基本に地区割りをした中で回ってい

きたいと考えております。 

 また、ライフサポーターによります戸別

訪問によりまして、高齢者の状況把握と、

いろいろな市の制度、また市の関連事業の

紹介等の情報をまとめました冊子を配付

するなどしまして、情報の周知にも努めて

まいりたいと考えております。 

○上村高義委員長 川口参事。 

○川口保健福祉課参事 それでは、がん検

診の実施状況についてのご質問にお答え

いたします。 

 現在実施しております胃がん検診、大腸

がん検診、肺がん検診、乳がん検診、子宮

頸がん検診、前立腺がん検診のうち、胃が

ん、大腸がん、肺がんについては集団検診

のみの実施ということになっておりまし

たので、希望する機会になかなか受けにく

いというような状況があったかと思いま

す。 

 平成２８年度から、新たにこの３つのが
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ん検診につきまして大阪がん循環器病予

防センターに個別検診の委託を開始いた

します。受診機会の拡大ということで、ま

た個別検診ということになりますので、日

程についてもある程度選択ができるので

はないかと考えております。 

 また、乳がん検診につきましても、同じ

くこのがん循環器病予防センターに平成

２７年度から個別検診の委託をしており

ますし、またこれを機に、平成２８年度か

ら個別については摂津市内及び茨木市、吹

田市といった近隣の医療機関への個別検

診の委託にあわせまして、平成２８年度か

らは子宮頸がん検診についても同じ予防

センターに委託を開始いたしますので、複

数のがん検診について同日受診すること

ができるといった点からも、改善という形

で受診者の利便性向上が図れるのではな

いかと考えております。 

○上村高義委員長 豊田次長。 

○豊田生活環境部次長 それでは、私のほ

うから増永委員の環境業務課に係ります

ご質問にご答弁申し上げます。 

 ごみ収集運搬事業についてで、今後５年

間について安定してできるかというお問

いであったかと思います。私ども、この５

年間については現状と同じように安定し

てできるものと考えております。 

 まず、１点目の民間に関する委託部分で

ございますけども、現状と同じ体制でして

いただくことになっておりますので、今後

５年間においても民間については問題な

くしていただけるものと考えております。 

 次に、直営の職員の状況についてでござ

います。現状、職員が２４人、再任用が４

人、それと、あと臨時職員五、六名程度を

雇いまして収集業務に当たっております。 

 今後この５年間におきまして、正職員に

ついては４名が退職を迎えます。それと、

あと再任用につきましても４人が任期を

終えるという状況でございます。 

 この再任用の４人が減るという状況に

なりますけども、この５年間におきまして

は、私ども直営でやっている部分について

は問題なくできるものと考えております。 

○上村高義委員長 森川センター長。 

○森川環境センター長 私のほうから、燃

やせるごみと燃やせないごみの見直しに

関する質問についてお答えさせていただ

きます。 

 現在、私どもが考えております見直しに

つきましては、廃プラスチックのうち、お

おむね３０センチメートル未満のごみ袋

に入るサイズのものを燃やせるごみにシ

フトしたいと考えております。塩化ビニー

ルにつきましても、燃やせるごみにシフト

したいと考えておりますけれども、今後市

民の皆さんの意見をお聞きしながら、見直

しをする品目について検討を進めていき

たいと考えております。 

 次に、ダイオキシン対策でありますけれ

ども、環境センターの施設としまして、平

成１２年から平成１４年にダイオキシン

対策といたしまして排ガス高度処理施設

整備のほうを行っております。それ以後、

ダイオキシンの測定結果としまして、基準

値を大きく下回っているという状況にな

っております。 

 基準値１ナノグラムに対しまして、ここ

直近５年間で言いますと、一番高いときで

も０．０６４、一番低いときでは０．００

０２６という形で、基準値に対して大幅に

下回っている形となっております。 

 一方、環境センターに入ってきているご

み質が大きく変わってきているという現

状もあります。代表質問のときにご答弁し
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ましたように、草や枝、生ごみといった水

分の多いごみの割合がふえているという

こともありまして、非常に燃やしにくい状

況となっております。安定燃焼するために、

そういった燃やしにくい状況になった場

合には、灯油を使っての助燃バーナーで安

定燃焼に努めておりますけれども、より安

定した燃焼をするためにごみ質の改善が

必要と考えております。 

 今後、地元の説明会を行いながら、地元

の意見を聞きながら進めていきたいと考

えております。 

○上村高義委員長 池上参事。 

○池上生活環境部参事 それでは、私から

産業振興課に係りますご質問にご答弁さ

せていただきます。 

 まず、中小企業の金融対策の件でござい

ますけれども、融資枠の拡充を平成２８年

度から行うことにいたしました。その内容

についてですけれども、現行、融資の限度

額が６００万円であったところを１，００

０万円に拡充いたします。融資期間につい

ては、現行４年以内であったものを、拡充

後につきましては、６００万円以内につい

ては５年以内、６００万円を超え１，００

０万円までは７年以内といたします。 

 融資の利率でございますけれども、現行、

固定１．２％を、５年以内につきましては

固定０．８％、５年を超え７年以内につき

ましては固定１．０％といたします。利子

の補給金につきましては、従来どおり２分

の１補給とさせていただきまして、保証料

の補給金につきましては現行通り全額で

はございますけれども、上限３０万円を設

けさせていただくということにしており

ます。 

 周知ですけれども、各金融機関等にもチ

ラシといいますか、案内を置かせていただ

き、便利帳といいまして、産業振興施策を

まとめた冊子をつくっておりまして、そち

らをまたつくりかえて配布し、周知したい

と考えております。また商工会や関係団体

とも連携を図って、周知を図っていって利

用していただくようにしていきたいと思

います。手続、審査につきましては従来ど

おりと考えております。 

 続きまして、創業支援の件でございます

が、この創業支援事業につきましては、ま

ず平成２６年に産業競争力強化法が施行

されまして、それに基づいた創業支援事業

計画を策定し、国の認定を受けた市町村に

おいては登録免許税が減額されたり、融資

を受ける際の保証が拡大されたり、いろん

な特典が設けられることになりました。以

前から、本市でも商工会、また日本政策金

融公庫と連携しまして、平成２６年度から

女性、若者／シニア起業家支援資金の融資

を受けられた方を対象に市が補助金を交

付する融資補助金制度を設けております。 

 また、平成２７年１月から２月にかけて、

これから起業を考えておられる方や創業

間もない方を対象といたしまして、創業支

援セミナーを開催させていただきました。 

 これらの創業支援に向けた基礎という

か、取り組みをしてきた中で、平成２７年

２月になりますけれども、創業支援事業計

画を本市でも策定しまして、国の認定を受

け、平成２７年度から創業支援事業に取り

組むことになったものでございます。 

 中身といたしましては、資金融資や補助

金のほか、総合の相談窓口の設置であると

か、必要な知識の習得から創業までをサポ

ートする創業塾や専門相談の実施、事業継

続のためのセミナーや交流会などの事業

を行っております。 

 それと、融資に対する補助金でございま
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すけれども、これも先ほど言いましたよう

に、日本政策金融公庫の女性、若者／シニ

ア起業家支援資金の融資を受けられた方

に対しまして、一律５万円を交付しており

ますが、平成２６年度につきましては２件、

平成２７年度につきましては１件交付さ

せていただいているところでございます。 

 通行量及び購買実態調査事業でござい

ますけれども、この事業につきましては市

内の商業集積地域における人の流動の状

況の調査を行いまして、経年変化を見るこ

とで顧客の動向を把握し、来街者にインタ

ビュー形式で買い物に関する購買の実態

調査を行うことによりまして市内商業地

の強みや弱みを把握して、今後の地域の商

業振興策の資料とするものでございます。 

 この事業につきましては昭和６１年か

ら行われており、平成１９年から３年に１

回の実施となっているもので、来年度、平

成２８年度がその３年に１回の調査年と

なっているものでございます。 

 活用につきましては、その結果を商工会

や商業者団体へ情報提供を行い、顧客ニー

ズ等を分析して今後の集客等につなげて

いくというのが大きな目的でございます。 

 続きまして、企業立地等促進事業の内容

につきましては、企業立地等を促進するこ

とによりまして、産業の振興及び経済の活

性化を図っていくということを目的に、市

外からの企業進出や市内事業者で新たな

投資を行う事業者に対しまして、対象とな

る土地、建物に係る固定資産税の２分の１

を奨励金として交付する事業でございま

す。 

 企業立地等促進条例の改正の新しい内

容ということでございますが、２分の１の

奨励金ということでございますけれども、

この企業立地等促進条例につきましては

平成２３年度から平成２８年度までの時

限条例となっておりまして、今後、健都イ

ノベーションパークといいますか、下水処

理場跡への企業誘致もございますので、そ

の期間を延長するとともに、内容を変更さ

せていただいております。 

 その変更の内容の主な点としましては

３点ございまして、まず土地の新規取得の

面積要件が現行３００平方メートルであ

りますけれども、その面積要件を撤廃する

こと。あと、２点目は、事業所の新築等の

面積要件を１５０平方メートルから１０

０平方メートルに緩和したものでありま

す。３点目は、企業間連携や雇用の促進、

地域との協働を今までも指定事業者には

求めてきているところではございますけ

れども、より実効性のあるものとするため

に、事業者の責務ということで明文化させ

ていただいたのがこの内容でございます。 

 南千里丘分室管理事業の委託の内容で

ございますが、こちらは施設管理公社に委

託しているものでございます。委託してお

ります内容につきましては、建物全体の施

設管理に係ります電気や空調、消防設備、

エレベーター、自動ドア等の保守点検、環

境衛生管理、植栽・外構の維持管理等でご

ざいます。 

 平成２８年度からにつきましては、市が

直接執行していました施設の機械警備及

び高圧受変電設備の維持管理も委託に含

めさせていただいたということでござい

ます。 

 続きまして、スクラッチカード発行事業

でございます。このスクラッチカードにつ

きましては、平成２８年度初めて実施する

事業でございます。今までセッピィ商品券

事業を平成２１年度から行っておりまし

たけれども、こちらは一定終了させていた
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だくこととなりました。 

 しかし、平成２８年度は５０周年という

こともあり、何かないかということで、要

望があってということを先ほどお聞きに

なっておられましたけれども、どこかから

要望があったということではなく、５０周

年事業に合わせて何かできないか、消費者

も事業者も何か楽しめるようなことがで

きないかということを考えまして、スクラ

ッチカード発行事業というのをさせてい

ただくことにいたしました。 

 内容につきましては、市内の参加協力店

を募りまして、市内の参加協力店で一定額

以上の買い物をしたときにスクラッチカ

ードを配付いたしまして、その場で削って、

当たれば何らかの特典が受けられるもの

と考えております。まだまだ詳細はこれか

らですけれども、はずれ券の有効利用とい

うことも考えておりまして、参加する事業

者にはずれ券の活用を提案いただいて、そ

ういったことも事業者と一緒に考えなが

ら進めていきたいと思っております。 

 それと、事業効果ですけれども、何を効

果とするかというところではございます

けれども、例えばですが、５００円の購入

に対して１枚発行すると設定いたします

と、５万枚発行すれば２，５００万円とい

うことになり、５万枚を引き換えるために

は２，５００万円の買い物が必要だという

ことになります。それと、あと当たりに対

する特典が４００万円ぐらい、これは今ま

でのセッピィ商品券で言いましたらプレ

ミアム分になるんですけれども、そういっ

たものを加えまして、大体、これが経済効

果と言えるのかどうかは別としまして、２，

９００万円程度の消費があると考えてお

ります。 

○上村高義委員長 増永委員。 

○増永和起委員 それでは、２回目の質問

をさせていただきます。 

 市政モニターの件ですけれども、今まで

は年に５回集まってお話し合いをして、そ

して自分たちでテーマを決められて、それ

からそのテーマを深めていかれたと思っ

ています。最後は市に対して提言を出され

ていたのではなかったかと思うんですけ

れども、今回はいろんな年齢層の方をとい

うことでおっしゃっておられて、それはい

いことだと思うんですけれども、集まって

みんなで話し合って深めるというような

ことがなくなっていくのかなと。それぞれ

の人がメールやファクスで市とやりとり

をするというような形だったら、パブリッ

クコメントであるとかアンケート調査で

あるとか、そういうものとどのようにこの

市政モニターが違ってくるのかというの

が私はわからないと思ったんです。 

 それから、団体の方が出られていたとい

うことですが、今度は、団体の方というの

はなしにして、一般の市民の方を年齢だけ

で募集をかけて、それに応募してくださっ

た方ということなんでしょうけれども、集

めるということにしてはるのかと。市政モ

ニターの意義というものが、パブリックコ

メントやアンケート調査とは違っていた

と思うんですけど、そこについて教えてい

ただきたいと思います。 

 それから、コミュニティセンターですけ

ども、指定管理のほうは、建物であるとか、

それから申請手続、お金の管理、そういう

ことをされて、非常勤の職員の方は講座の

企画や実施、他の公民館との交流など情報

交換、そういうことをされると伺いました。 

 別府のコミュニティセンターは、地域で

ずっといろんな活動をされてきた。そこを

きちんとこれからも維持発展させていく
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ということが主目的になっていて、公民館

まつりとかも非常に活発に行ってきては

ったので、それもこれから引き続きされて

いくという、そういうサポートもしていく

と、今までのお話の中では出てきていたと

思います。 

 指定管理についても、そういうことをち

ゃんとわかって支援ができる指定管理者

を選びたいとお話を伺っていたと思うん

ですけれども、今のお話だと、指定管理者

は建物の管理、それから事務的なことに絞

られるということになるのではないかと。

いずれ別府のコミュニティセンターの管

理を住民の方にしていただくみたいなこ

とも考えているみたいなことも伺ったこ

とがあるんですけど、そうなると、そうい

う住民の方と指定管理とどう結びつけて

いこうと思われているのか。そこは、もう

切り離されて、指定管理はあくまで建物や

事務的なことについてということなので

しょうか。その辺がわからないので、もう

一回教えてください。 

 それから、同性カップルについての証明

ですけれども、渋谷区に引き続き、世田谷

区とか三重県の伊賀市なども交付をして

いるようです。どんどん自治体でも広がっ

ていっている。宝塚市なんかも名前が出て

きています。 

 本当に、ＬＧＢＴと言われますけれども、

人口の７％以上いらっしゃると言われて

います。この問題は、今や看過できないと

いうか、自治体としてしっかり前向きに取

り組んでいかねばならない問題だと私は

思っています。どこかがやってるというこ

とだけではなくて、摂津市としても、証明

だけの問題ではなくて、条例であるとか規

約であるとか、いろんなものをつくらない

といけないと思うので民生常任委員会の

所管だけではないと思うんですけれども、

やはり発信をしていただいて、庁内全体で

しっかりそういう討議もしていただいて

考えていっていただきたいと思っていま

す。 

 国会でもＬＧＢＴの問題について考え

る超党派の議員連盟というのができてお

りまして、差別防止に対して立法も検討を

されているということです。ぜひ摂津市と

してもこの問題に前向きに取り組んでい

っていただきたいと思います。これは要望

としておきます。 

 それから、市民サービスコーナーですけ

れども、どれくらい利用があるのか。結構

たくさん利用していらっしゃるんだと思

いました。 

 住民票や印鑑証明が主ということでし

たけども、おむつ券の交付とかもしていた

んじゃなかったかと思うんですけれども、

住民の方々、すぐ身近なところでそういう

証明を発行していただけるということは

本当に助かると思うんですけれども、これ

がこの先どうなっていくのかということ

ですね。コンビニ交付ができるようになっ

ていく中で、この市民サービスコーナーを

廃止していくというお考えがあるんでは

ないかと思うんですけれども、そこについ

て教えていただきたいと思います。 

 特に別府公民館は、別府のコミュニティ

センターができれば、そちらに公民館的機

能を移すということになりますので、今、

別府公民館にある市民サービスコーナー

は、コミュニティセンターができた後どう

なるのか。また、職員ですね。別府の方も

もちろんですし、それからほかのサービス

コーナーももちろんですけれども、廃止と

いうことになるとどうなるのかというこ

とについても教えていただきたいと思い
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ます。 

 コンビニ交付については２５件という

ことでした。確かに早朝や夜間でもできる

ということですけれども、そのコンビニ交

付ということを市民皆さんが、果たして本

当にできるのかということについては非

常に疑問が感じられます。高齢の皆さんと

か、近くにあるとはいっても、やはり非常

に難しいのではないのかと思います。どれ

ぐらいこのコンビニ交付が広がっていく

のかという問題の手前に個人番号カード

の取得というのがまずはあるわけですけ

れども、私がお聞きしている高齢の方は、

皆さんよくわからないので、通知カードは

もちろん受け取っているけれども、個人番

号カードをわざわざ市役所まで行って、取

得はしないと言っている方が非常に多い

んですね。もちろん義務じゃないからそれ

でいいと思うんですけど。そういう方々は、

コンビニが近くにあっても交付はコンビ

ニでできないわけですから、市役所まで行

かないといろんな証明がとれないと。高齢

者で足が悪くてとか、いろいろ大変な状況

の方ほど、今度は反対に不便になってしま

うということが出てくるのではないかと

思います。そこについては、ぜひしっかり

とご検討をいただきたいと思います。コン

ビニ交付事業については要望にしておき

ます。市民サービスコーナーについてはお

答えください。 

 それから、個人番号の交付事業ですけれ

ども、Ｊ－ＬＩＳのほうから５，８８３件

の申請があって、交付は１，２５０枚とい

うようなことでした。 

 マイナンバーのカードのＩＣチップに

不具合があって、２万６，０００枚、再発

行がされていたという報道があります。自

治体が住民に手渡すときに不具合に気づ

いたということで、Ｊ－ＬＩＳは当初これ

を公表していなかったんですけども、公表

して、マスコミなどで報じられています。 

 また、システムの不具合で作業がとまっ

て、取りに来ている住民に手渡せないとい

う事態が全国で起きているということも

報じられています。１回で取りに来てはる

人に、とまっているがために渡せないので、

職員がその通知カードをメモして、後で機

械が動き出してから書留などで送るとい

うふうなこともやられていた自治体もあ

るとお聞きをしています。 

 摂津市では、このシステムの不具合とか、

それからＩＣチップの不具合、こういうも

のが起きていないのかどうか教えてくだ

さい。 

 システムの不具合については、原因不明

ということでわからないと言われている

んですが、そういうことについても、情報

をもしお持ちだったら教えてください。 

 それから、生活困窮者自立支援事業です。

たくさんの相談が来てるんだと思います。

ここについては、本当にしっかりと市民に

寄り添っていただいて、生活保護の必要な

方はしっかり保護につないでいただいて、

きちんと対応していただきたいと思いま

す。 

 これから、さらにいろんなご相談が来る

んではないかと思うんですね。就労だけで

はないと思いますので、他の機関ともしっ

かり連携をとっていただいてお願いした

いと思います。要望にしておきます。 

 次に、敬老事業です。ようやく７７歳に

なって、もうすぐお祝い金がもらえると喜

んでいた方が、逃げ水のように目の前から

すっと水が逃げていく、そういう感じで、

また変わってしまったのかというような、

そういうお声もお聞きをしております。 



- 20 - 

 

 前はもっと細かい年齢刻みでこのお祝

い金もあったということですけど、またさ

らに８８歳にならないともらえないとい

うことで、平均寿命を超えないとあかんの

かというようなことだと思うんですけれ

ども、やはりこれは市民の皆さんから望ま

れているものなので、継続していっていた

だきたいと思います。これに関しては、ま

た条例もありますので、要望としておきま

す。 

 それから、緊急通報装置ですけれども、

以前にもこのことについて取り上げさせ

てもらったことがあるんですけれども、や

はり病弱であるということが、どうも非常

にハードルが高いと聞いています。１回倒

れて救急車で運ばれないとだめだという

ふうなことも、前も委員会の中でそう言わ

れたと言うてる人がいてるとお伝えした

と思うんですけれども、今、先ほど高齢者

の敬老祝い金の事業を縮小して、その分を

見守りの活動にとおっしゃっていました。

祝い金については、私たちはそのまま残す

べきと思っていますけれども、確かに見守

り活動というのは非常に大事だというこ

とはそのとおりです。 

 この緊急通報装置につきましても、やは

り今のお話を聞いていますと、利用者が減

ってきているんですね。本来なら、もっと

拡大していくはずのものだと思うんです。

これを、やはりきっちりと皆さんに活用し

ていただけるために基準を緩和するとか

やり方を変えるとか、いろんな方法はある

と思うんですけど、何かそういうことにつ

いてお考えがないか、お聞かせください。 

 それから、ライフサポーターです。敬老

祝い金の予算を縮小するかわりにライフ

サポーターを増員してというようなお話

だったと思います。 

 ライフサポーターを増員されるという

ことは非常にいいことですけど、敬老祝い

金の金額が少なくなっているのよりも、ラ

イフサポーターをふやす金額のほうが少

ないんじゃないのかと思うんです。５人の

方で、７５歳以上をみんな訪問してきちっ

とできるんだろうかというのが非常に不

安です。 

 ライフサポーターに尋ねてきていただ

いているという７５歳以上のひとり暮ら

しの女性が、その方は元気でお仕事にも行

かれているのでいいんですけれども、訪ね

てきてくれるんだけど、なかなか会えない。

いつでもお手紙がポストに入っていて、よ

うやくこの前会えて、私担当になってから

１年たちますけど、ようやく会えましたと

いうようなお話だったということですね。 

 今、３人ですが、これが５人にふえて対

象者がもっと広がって、そして中身につい

てもやはり、ただお顔を見て安否確認だけ

ではない中身なんだろうと思いますので、

本当に５人でやれるのか、もっとふやすべ

きではないのかと思いますので、そこにつ

いてお答えください。 

 それから、生活保護事業ですね。今まで

は、基準が引き下がったけれども、それで

住宅扶助費を引き下げた例はないという

ことで、安心をしております。 

 今後いよいよこの問題について期限が

なくなってくるということになると思い

ますので、しっかりと寄り添った対応をし

ていただきたいと思います。 

 それから、ケースワーカー、１１３世帯

を持っておられるということで、本当にも

のすごい数だと思います。一人一人丁寧な

対応をと言われても、件数が多ければ、そ

ういうことにはなかなかなりにくいとい

うことにもなりますので、やはり増員をし
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ていただくように頑張っていただきたい

と思います。要望にしておきます。 

 次に、がん検診ですけれども、個別に受

けられる機会がふえるということであり

がたいことですけれども、やはり森ノ宮で

したっけ、大変遠いですよね。市内の病院

でなかなか受けてもらえない個別のこの

がん検診というのは、どの辺に問題がある

のか教えていただけたらありがたいです。 

 市内でそういうことができれば、もっと

もっと受診もふえるのではないかと思い

ますので、お願いします。 

 ごみの収集処理事業です。５年間は安定

してやっていけるよというようなお話だ

ったと思います。しかし、職員の方は正規

の方が４名も減って、再任用のベテランだ

った方もいらっしゃらなくなるというこ

とで、５年間やっていくことも、私にした

ら不安な気がするんです。しかも、その後、

また退職の方とかは出てくるわけです。 

 もう退職間際になって新しい職員をと

っても、やはり技術の継承ということがな

かなかやっていけないと思いますので、早

く新しい方に入っていただいて、きちんと

退職される前にその方々からいろんなこ

とを学んでいただいて、一緒に仕事をして

いく人たちが横にいらっしゃる、その中で

経験を積んでいけるという状況をぜひつ

くり出していっていただきたいと思うん

です。 

 ５年で終わらない事業ですので、市民の

生活に本当に密着をしている事業ですか

ら、ぜひともそこは頑張っていただきたい

と思います。 

 これは要望としておきますので、ぜひ今

後のことも不安にならないように、退職者

不補充と言わずに職員を増強していただ

けるようにお願いします。 

 ごみ処理の問題です。塩化ビニールも燃

やせるということですけれども、ダイオキ

シンは対策しているから大丈夫だという

ようなお話でした。しかし、これに関して

は非常に不安な声も上がっております。 

 先ほどおっしゃられた数字というのは、

基準値よりも非常に低い数字だというこ

とですけれども、これはプラスチックごみ

を燃やしていない中での数字だと思うん

ですね。これが新しい体制になって、塩化

ビニールも含めたプラスチックごみを燃

やしていくと一体どうなるとお考えなの

か。これぐらいの数値になるんじゃないか

みたいなことを思ってはったら、数値も含

めて教えていただきたいと思います。 

 やはり市民の方に納得していただくと

いうことがないと難しいと思います。地元

の意見を聞きながらとおっしゃっていた

だいているので、これは本当にそういう立

場で考えていっていただきたいと思うん

です。 

 あと、確かに炉の延命ということのため

だと伺っています。しかし、広域化を目指

して茨木市の分別と統一をしようとする、

その布石としてやっているのじゃないの

かということも一つ気になるところです

ので、そこについてお答えください。 

 それから、中小企業の融資の分です。非

常にいい内容で、ぜひ頑張っていただきた

いと思います。手続や審査も従来どおりと

いうことです。 

 なるべくたくさん利用してもらえるよ

うに、手続や審査も簡素化をしていってい

ただきたいと思います。今もしっかりとや

っていただいていると思うんですけど、さ

らにお願いしたいと思います。 

 広報についても、しっかりと事業者にそ

の情報が行き渡るように、ぜひお願いして
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おきます。これは要望としておきます。 

 創業支援ですね。いろいろと取り組んで

おられるんですけど、件数としては非常に

少ないのかと思います。 

 受講者が何人いてるかわかりますでし

ょうか。去年１年間、平成２７年度、まだ

終わっていないですけれども、何人ぐらい

受講されたのか、教えてください。 

 それから、通行量及び購買実態調査に関

しては、場所はどの辺でされているのか教

えてください。 

 それから、企業立地等促進事業です。責

務について明記をするということで、下請

の企業とか労働者の皆さんとかのために、

この条項をしっかりと生かしていただき

たいと思っています。 

 以前、この立地奨励金を受けられた企業

にアンケートをとられたことがあったと

思うんですけれども、教えてくださいとい

うことでお願いしたんだけれども、余りし

っかりとした回答が返ってきていないみ

たいな形で、せっかくアンケートをとって

はるんだけれども、そのアンケートでこれ

がわかったというのが余りなかったよう

な気がするんですが、せっかくこの責務を

入れはるんですから、具体的にはどんなこ

とをこの中でしようと思っているのか教

えてください。 

 続きまして、南千里丘分室管理事業です。

建物全体の管理だということで、予算書１

４１ページでは９１７万２，０００円にな

っていますかね。この予算概要では８２ペ

ージに出ています。 

 １，０００万円に届こうかというような

金額で管理をされているわけですけれど

も、前回というか、去年の委員会で、ここ

に入られている商工会について、共益費を

決めると言っていたのに決めていないじ

ゃないかという話をさせていただきまし

た。今年度は、それについては決めておら

れると思うので、金額を教えてください。 

 それから、予算書の４９ページは建物貸

付収入が出てくると思うんですね。これが

１００万２，０００円、月になると８万３，

５００円。これは、下の駐車場とか駐輪場

の分込みで１か月８万３，５００円という

ような中身でよろしかったでしょうか。こ

れも教えてください。 

 スクラッチカードですね。産業振興課が

セッピィ商品券にかわるものとしてスク

ラッチカードをされるというのに、何を効

果というのかと言われるのは、私としては

びっくりしました。セッピィ商品券も、一

応効果額というのは教えていただいてい

ました。このスクラッチカード、効果額は

今おっしゃっていた額を見込まれている

ということですので、きちんと検証してい

ただきたいと思います。 

 そして、１回限りのこういうことについ

てお金を投じる。そんなに大きな額ではな

いかもしれませんが、６００万円あれば、

代表質問でお話をしましたひとり親家庭

の入院時の食事療養費や障害者の方の入

院時の食事療養費が十分賄える額だと思

います。削減額はこれより少ないと思いま

す。１回のばらまき的なこういうカードの

発行というのに対しては、私はどうかと思

っています。 

 これでこれだけの効果があって、摂津市

の産業が活性化するんだという思いを持

ってやられているのではと思ったんです

が、どうもそうではないということでした

ら、市長は代表質問のときにいろんな要望

はたくさんあると。それを全部何もかもや

っていったら基金がすぐ破綻してしまう

とおっしゃっていたんですけどね。精査を
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する基準というのが一体どこにあるのか

と思います。 

 スクラッチカード発行事業については、

しっかりと効果を検証していただきたい

ということで、これは要望にしておきます。 

○上村高義委員長 早川課長。 

○早川自治振興課長 市政モニターの制

度の変更についてお答えさせていただき

ます。 

 今まで提言された市政モニターの皆さ

んの意見や提言については、自治振興課で

整理集約して、市長を初め関係部署に報告

して、今後の市政運営に活用してまいりま

した。今回の制度につきましても、同様に

行う予定でございます。 

 ただ、従前でいきますと、モニターが一

緒だということと、高齢者になってきてい

るということで、ほぼ同じような意見が毎

回出されておりましたので、今回の制度の

変更をさせていただいたということでご

理解いただきたいと思います。 

 それと、団体の方についてでございます

が、団体の方も応募していただければ、モ

ニターになっていただけますので、ご理解

いただきたいと思います。 

○上村高義委員長 谷内田課長。 

○谷内田市民活動支援課長 それでは、コ

ミュニティセンター事業の指定管理者の

業務についてお答えいたします。 

 自治会や関係団体との調整の部分につ

いては、指定管理者と職員とどちらが担う

のかというお問いですけれども、こういっ

た自治会や関係団体との調整につきまし

ては指定管理者の業務としたいと考えて

おります。 

 特に、施設の開設後、実際の運営を行っ

ていく中で、どうしても細かな運用ルール、

そういったものを定めていく必要がある

場面が出てくるかと考えておりますけれ

ども、その際にはやはり自治会を初めとす

る登録団体等と市と一緒に協議して運用

を定めていく必要があると思っておりま

す。そういった場合については指定管理者

が市と関係者とともに協議をしていただ

きたいと考えております。 

 あと、地域イベントのことですけれども、

これまで公民館で行われてきました公民

館まつりにつきましては実行委員会形式

で行われてきたと聞いております。いろい

ろ地元の方からも、まつりがどうなるのか

というご意見は私のほうでも聞いており

まして、これにつきましては今までと同様

の形で行っていきたいと考えております

けれども、その実行委員会の中に、指定管

理者が委員として入っていただいて、地域

の方々とともにそういったイベントを継

続していっていただきたいと考えており

ます。 

○上村高義委員長 川本課長。 

○川本市民課長 それでは、まず市民サー

ビスコーナーは今後どうなるのかという

ことでございます。 

 先ほども申しましたように、市民サービ

スコーナーにつきましては、コンビニ交付

サービスの運用を開始したことにより、全

国のコンビニで朝から晩まで住民票、それ

から印鑑証明がとれるようになったこと

から、廃止する方向で考えております。 

 それから、別府サービスコーナーはどう

なるのかということでございますが、別府

サービスコーナーにつきましては、別府コ

ミュニティセンターのオープン後も別府

公民館のあの場所で、当面は業務を行おう

と思っております。 

 市民サービスコーナーの職員はどうな

るのかということでございますが、サービ
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スコーナー職員につきましては、これまで

も１年１年の任用の更新でございます。サ

ービスコーナーが廃止となりましたら、任

用期間満了ということで終了という形に

なります。ただ、市役所本庁の非常勤職員

の採用試験への参加のご案内等はさせて

いただこうかとは思っております。 

 続きまして、マイナンバーカードのＩＣ

チップの不具合、それからシステムの不具

合でございます。これにつきましては、報

道でもございましたように、全国的に不具

合がございまして、本市も影響がございま

した。ＩＣチップの不具合につきましては、

摂津市で１７件の不具合がございまして、

早急に再発行をお願いしまして、１週間で

届きました。その分につきましては、市民

の皆様に交付を行っております。 

 それから、システムの不具合でございま

すが、システム運用開始後、たびたび不具

合が生じております。特に２月２２日につ

きましては、全国的にですけれども、３時

間半システムがとまったということで、本

市では２９件、システムがとまったため交

付ができなかったということがありまし

た。これにつきましては、市民の皆様の不

便にならないように、再度来てもらうこと

なく、復旧次第、職員がご自宅のほうに持

っていかせてもらいました。当日の夜と翌

日には市民の皆様に配付は完了しており

ます。 

○上村高義委員長 鈴木参事。 

○鈴木保健福祉部参事 それでは、高齢介

護課に係ります２点の質問にお答えいた

します。 

 緊急通報装置の利用が減っている、利用

条件が高いのではという、それに伴いまし

て条件を緩和する考えはないかというと

ころにつきましてご答弁申し上げます。 

 まず、先ほどご答弁申し上げました実績

につきましては減少傾向となっておりま

すが、この平成２７年度の２月現在の直近

ですと１９７名となっており、若干ふえて

おります。 

 しかしながら、利用条件が高いというご

質問に対しては、緊急通報装置の対象者の

要件としまして、ひとり暮らしで病弱な方

という規定になっております。この病弱な

方というところが、基本的に脳梗塞、心疾

患等のある方という規定になっておりま

す。高齢者の病気につきましては非常に多

岐にわたることから、一定わかりやすいよ

うに要件の基準の見直しは進めてまいり

たいと考えております。 

 次に、ライフサポーターの人員をもっと

ふやすことが必要ではないかというご質

問に対しまして、ライフサポーターは５名

で７５歳以上の方を訪問するという形で

考えております。 

 しかしながら、高齢者は毎年のように増

加してまいります。平成３２年におきまし

ては、推計で言いますと１万１，１５０人

ぐらい７５歳以上の方がおられることに

なります。 

 こうしたことから、平成３２年前後には

人員の増をしながら訪問を進めてまいり

たいと考えております。 

○上村高義委員長 川口参事。 

○川口保健福祉課参事 それでは、がん検

診につきまして、市内の医療機関での個別

検診が導入できない理由についてのご質

問にお答えいたします。 

 がん検診の実施に当たりましては、まず

制度管理ということが大変重要なポイン

トとなってまいります。特に、乳がん、胃

がんといったレントゲンにおきましては

１人の医師ではなくて２人の医師による
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読影という必要性もあります。そのような

点で、制度管理といった点から、現在個別

健診の導入ということの実施については

考えてはいません。 

 ただ、国のほうから胃がん検診について

胃カメラの導入といった指針について示

されてきておりますので、その導入につい

ての検討にあわせまして、将来的には個別

健診について検討していく機会は必要か

と思っております。また、そういった機会

にあわせて個別検診についても個別の医

療機関で実施していただけるかというこ

とは、検討は行ってまいりたいと考えてお

ります。 

○上村高義委員長 森川センター長。 

○森川環境センター長 廃プラスチック、

塩化ビニールを燃やすことによって、ダイ

オキシンの数値がどのぐらいになると予

想しているのかというお問いにお答えさ

せていただきます。 

 ダイオキシンの発生するメカニズムと

しましては、不完全燃焼によってダイオキ

シンが発生するとなっております。現在、

焼却炉のほう、９００度から１，０００度

の燃焼温度をもって運転をしております

けれども、こちらの燃焼温度が８５０度を

下回るとダイオキシンが発生しやすくな

ると言われております。 

 今回、分別区分の見直しを行うことによ

って、より安定した燃焼を行うことにより

まして、ダイオキシンの数値につきまして

は現状よりもさらに下回るのではないか

と予想しております。 

 それから、茨木市との広域化に向けた布

石ではないのかというお問いですけれど

も、我々としましては今後も資源化できる

ものにつきましては今後も資源化を進め

ていくという考えを持っております。 

 燃やせないごみの日が月２回であると

いうことで、市民の多くの方から保管場所

に苦慮しているので改善を行ってほしい

というお話もありますので、それを改善す

るための方策として、今回、この燃やせる

ごみと燃やせないごみの見直しというの

も目的の一つとしては考えております。 

 これを行うことによって焼却炉の延命

化、それから市民サービスの向上が図れる

のではないかと思っております。決して茨

木市との広域化に向けた布石というもの

ではございません。 

○上村高義委員長 池上参事。 

○池上生活環境部参事 それでは、私のほ

うからご質問に答えさせていただきます。 

 まず、創業支援の受講者数ですけれども、

平成２７年度は、創業支援関連セミナーを

２回行っております。まず、７月に４日コ

ースで行いまして、そのときの受講生が２

７名でございます。あと、年明けの１月、

これは半日研修でございましたけれども、

４２名の参加となっております。 

 次に、通行量の調査でございますけれど

も、場所につきましては千里丘や正雀、あ

と摂津市駅といいますか香露園、東別府、

鳥飼、あと南摂津、市内６か所を拠点とし、

その拠点から広げて行うということにし

ております。 

 続きまして、企業立地等促進事業の分で

すけれども、アンケートですけれども、今

年度はとっておりません。ただ、先ほどお

っしゃいましたように、今後責務というの

を入れることによりまして、必ず何らかの

形で報告をいただこうとは考えておりま

す。それも今、課内で協議しておるところ

でございます。 

 続きまして、南千里丘分室の分ですけれ

ども、まず入居者の共益費でございますけ
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れども、ご指摘いただきましたように、共

益費を徴収できておりませんでした。 

 この平成２７年度に共益費を計算させ

ていただいて、入居者である商工会、桃林

会ともお話をさせていただきまして、この

４月からではございますけれども、共益費

を徴収することといたしました。金額につ

きましては、商工会が１万円、桃林会が１

万１，０００円と設定をさせていただいて

おります。 

 続きまして、駐車場の分でございますけ

れども、駐車場につきましては、これは家

賃に含むとしております。 

○上村高義委員長 暫時休憩します。 

（午前１１時５４分 休憩） 

（午後 ０時５８分 再開） 

○上村高義委員長 再開します。 

 増永委員。 

○増永和起委員 それでは、３回目の質問

をさせていただきます。 

 市政モニター事業です。団体の方につい

ては応募していただいてもいいという形

になっているということで、わかりました。 

 それから、いろいろな年齢の階層の方と

いいますか、いろいろな年代の方に参加し

ていただくためということについてもわ

かりました。 

 提言をいただくということにしている

ということですが、今までは、みんなで集

まって話し合いをして提言をまとめると

いう作業をしていたと思うんですけれど

も、みんなで集まってまとめるみたいなこ

とをされるのか、一人一人ばらばらの提言

を市に出されるのかということを、最後に

お聞きしたいと思います。 

 それから、コミュニティセンター事業で

す。実行委員会形式の地域イベントなどに

も指定管理業者が入って自治会や関係団

体との調整は指定管理者がやるというご

答弁でした。地域の方々は、やはり今まで

やってきたことが、形が変わることによっ

てできなくなるんではないかということ

を、すごく心配をされておられるので、本

当に、この形でしっかりやっていけるのか、

教育委員会の生涯学習部も、そこをちゃん

とやっていくことが大事ですと、何回も力

説はしてますけれども、きちんとそれがで

きるのかということについて、皆さんに情

報も提供しながら進めていっていただき

たいと思います。まだ、条例もありますの

で、これは要望にしておきます。 

 それから、市民サービスコーナーですね、

廃止をする方向で、別府はしばらく公民館

でということです。最初はコミュニティセ

ンターの１階ロビーの中に市民サービス

コーナーを置くというような案もあった

んですが、廃止するから、そこにはつくら

ないということなんだろうと思いますが、

先ほども言いましたように、コンビニ交付

で全て賄えるわけではないわけです。最初、

市民サービスコーナーの廃止に関しては、

コンビニ交付と引きかえにみたいな形で

はなくて、個人番号カードやコンビニ交付

の状況を見ながら考えるということをお

っしゃっていたように思うんですけれど

も、市民の皆さんの状況をしっかり見きわ

めて、市民サービスコーナーをすぐに廃止

ということにならないように、これは要望

としておきますので、ぜひ、よろしくお願

いします。 

 それから、個人番号カードの交付事業で

す。摂津市でも、いろいろとＪ－ＬＩＳの

不具合による影響があったということが

わかりました。本当に、このマイナンバー

の問題は、この不具合だけじゃなくて、さ

まざまな問題が起きています。これ以上、
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進めるべきではないと、私たちは考えてお

ります。マイナンバー制度そのものの中止

を、ぜひ、国に求めていただきたいと思い

ます。これも要望としておきます。 

 緊急通報装置については、たくさんの方

が、いざというときのための予防ができる

という、そういうツールを持っていただけ

るように、どんなところを改善したら、こ

の通報装置も見守りの一つのツールとし

てしっかり機能していくかということを

考えていただいて、ぜひ拡張していただき

たいと思います。要望としておきます。 

 ライフサポーターの件ですけれども、ご

みの収集でふれあい収集というのをやっ

ておられます。もちろん個人情報の問題あ

りますけど、いろんな部署の違いを超えて、

高齢者の皆さんの見守りということにつ

いて情報を共有して、高齢者の見守り、有

効にしていただきたいと思いますので、こ

れも要望としておきます。 

 生活保護の事業についてもケースワー

カーをしっかりふやして頑張っていただ

きますように要望しておきます。 

 ごみの問題ですけれども、不完全燃焼を

すると、ダイオキシンが出るんだというよ

うなお話で、プラスチックごみを燃やすこ

とで、よりダイオキシンは出てこないよう

になるんだというお話でした。市民の皆さ

んが、本当にそのことに納得がいけるのか、

きっちりと説明をしていただきたいと思

います。今、全国の自治体はプラスチック

ごみについて、可燃や不燃両方の自治体が

あると思うんですけれども、燃やしたらダ

イオキシンが出る、出ないという問題だけ

ではなくて、やはり循環型社会、それから、

企業の素材、廃棄物についての責任とかい

うことまで考えた生産の仕方ですね、こう

いう視点ということで見ると、燃やせばい

いということにならないのではないかと

思います。 

 そういう大きな環境に対しての視点と

いうものも、一緒にあわせ持って、住民の

皆さんの意見、しっかりくみ上げてほしい

と思います。要望としておきます。 

 通行量及び購買実態調査の分ですね、こ

れ３年に１回ということで、今、どこで調

査するかという話をお聞きしましたが、３

年に１回ということならば、同じ場所でと

いうだけではなくて、鳥飼も広いですし、

千里丘でしたら新しい新町などもできて

いくと思いますので、ぜひ、いろんなとこ

ろで、摂津市全体で調査ができるような形

に、今後、考えていっていただけたらと思

います。お考えをこれはお聞きします。 

 それから、この調査の結果ですね、どう

いう分析をしておられるのか、誰が分析を

しているのか、また、その分析をした結果

を、先ほど商工会や商業団体へ知らせると

おっしゃっていましたけれども、具体的に

は、どんな形をとっておられるのか、非常

に貴重な資料だと思いますので、どう有効

に生かそうとお考えなのか、教えていただ

きたいです。 

 企業立地等促進事業は、いろいろと何ら

かの形で報告をしてもらおうと思ってい

るというお話でした。下請中小企業から摂

津市が行った実態調査の中でも、いろいろ、

この企業立地等促進事業にかかわらない

ですけれども、資金繰りに困るような、そ

ういう支払いのおくれがあったとか、そう

いうことも調査の中から出てきています。

下請中小業者を守る、労働者を守るという

立場で、この責務条項についても取り組ん

でいただきたいと思いますので、これも要

望としておきます。 

 それから、南千里丘分室管理事業です。



- 28 - 

 

年間、施設管理に９００万円かかるのにも

かかわらず、共益費は商工会と桃林会と両

方合わせても１万円と１万１，０００円で

すから、３０万円にもいかないという金額

になるんでしょうか。 

 果たして、この共益費で本当に妥当なの

かということは、市民の皆さんは納得いか

ないんじゃないかと。先ほど、商工会の家

賃が月８万３，５００円と言いました。駐

車場４台、自転車置き場もついて、この金

額ということで、しかも共益費が１万円と

いうことですね。 

 南千里丘の分室は整備費に５，０００万

円以上をつぎ込んでいます。毎年、管理費

が９００万円ぐらいかかってくると、老朽

化したら摂津市が直すということになっ

ていると思います。ここに、この金額で入

れるということは、大変優遇された状態だ

と思いますけれども、持っている自社ビル

から、ここへ移るのに際して、こういう事

業をして摂津市の産業振興に貢献するか

ら応援してくれと、事業計画とかいうもの

が出ているものだと思っていたんですが、

そういうものもないとお聞きをしており

ます。 

 創業支援とか、そういうことで、商工会

が手伝ってくれているんだというお話ら

しいですが、セミナーとか相談窓口とか、

商工会が受けてはりますけれども、それに

ついては委託料を摂津市が支払っている

わけですね。セミナー１７万５，２００円

で受けているという資料をいただいてお

ります。ほかのセミナーは、また、違う金

額で受けておられます。相談件数も１件当

たり４，３２０円を商工会に払っていると

いうことです。これを無償で商工会がやり

ますよと言うのだったら、摂津市に協力し

てもらっているということを大いに言え

ると思うんですけれども、業務委託はお金

を払って、場所については、優遇をしてい

く。これはどういうことですかね。商工会

は、あくまで任意加入で会費を集めている

民間の団体です。決して公営の団体ではあ

りません。そこに対して、ここまでやって

あげないといけないというのは、私はわか

りません。 

 産業支援ルーム、ここが摂津市の持って

いるところですけど、あの建物を見ていま

すと、商工会と保育所の建物のように一般

的には映るんではないでしょうか。看板も、

商工会の看板、それから壁に商工会の名前

と保育所の名前が書いてあって、摂津市の

南千里丘の分室だということがわかるよ

うな表示がおもてからはっきりと見える

ようにはなってないと思うんです。 

 この産業支援ルーム使用状況、１年間で

他団体が使っている分と、市の主催の分、

全部合わせて６０回、毎月平均にすると５

回ぐらいですよね。この５回ぐらいの会議

のために、これだけのお金をかけて、あそ

こへ建物を建てて、商工会や保育所が入っ

てもらっているけれども、そこの負担は非

常に軽減されていると、こういう税金の使

い方って、市民から見ていかがなものなん

でしょうか。 

 行政改革というのであれば、やはり税金

の使い方として、こういうところこそきち

んと明瞭に出していただかないと、市民は

納得できない。市民サービスを切り詰める

だけが行政改革ではないと思います。 

 そこで提案ですけど、今までのことにつ

いても、回答いただきたいですが、この産

業支援ルーム、これを今は摂津市が行って

いる会議とか、商工会に委託をしているセ

ミナーであるとか、そういうことにしか使

われていないのですけれども、これは市の
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産業支援ルームですからね。商工会以外の

業者も、摂津市にはたくさんいてるわけで

すから、皆さんが使っていただけるように

使用のやり方を改めるということをお考

えになってはいかがかと思います。 

○上村高義委員長 早川課長。 

○早川自治振興課長 市政モニター制度

でございます。集まって会議等はしないか

ということでございますが、基本は、先ほ

ど言いましたメール、ファクス等で行いま

すが、必要があれば、会議等も集まってさ

せていただきたいと考えております。 

○上村高義委員長 登阪部長。 

○登阪生活環境部長 今の市政モニター

の件につきまして、補足の答弁をさせてい

ただきたいと思います。 

 委員ご指摘の点は、提言をする、しない

の問題以前に、市政モニターが集まって、

一つのテーマを議論して、市政について理

解を深めていくと、そういったことが今の

市政モニターの一つの目的だろうと、今後、

それについて、どのように考えているのか

という趣旨の問いではないかと思います。 

 そういう意味では、今回の改正につきま

しても、やはり市政モニター制度というこ

とでございますので、パブリックコメント

とか、通常のメールによる市民からの要望

あるいは苦情等とは、我々としては違った

制度と認識しております。したがいまして、

市政につきまして、市政モニターの方が関

心を持っておられることを深めていただ

いて、より市政のことを知っていただいて、

間接であれ、直接であれ、市政に参加して

いくと、そういったことを目的として実施

する制度だと認識しております。 

 したがいまして、単にモニターと行政だ

けのキャッチボールだけではなくて、当然、

理解を深めていただくための、いろんな手

段を考えていかなければならないと思っ

ています。それは例えば、他のモニターが、

どんな意見を出されているとか、そういっ

たことを、ほかのモニターも知る機会があ

ったりとか、あるいは、課長も申し上げま

したように、なかなか日程調整等難しいと

思いますけども、年に１回ぐらい集まって、

意見交換をする場をつくったりとか、最終

的には、個々の提言になるか、あるいはみ

んなで提言をするかとか、いろいろあると

思いますけれども、そういった取り組みま

で、これは時間的なことも含めまして、一

度にはできないと思いますけども、そうい

う問題意識を持って、新たな制度をつくっ

ていくということが重要かと思っていま

す。 

 この制度をつくるに当たりまして、いろ

いろ調べたんですけれども、府内でも、こ

ういった制度を持っているところは少な

いというか、ほとんどないんですね。そう

いう意味では、全く新しい試みでございま

すので、新しいものをつくり出していくと

いう意味で、取り組んでいきたいと思って

おります。 

○上村高義委員長 池上参事。 

○池上生活環境部参事 まず、通行量調査

の件について、お答えいたします。 

 この通行量の調査ですけれども、要望で

したが、場所は同じではなく、いろんなと

ころでということでございます。以前から

取り組んでおりますので、基本の拠点はそ

こに置いて、また、新たな商業施設とかが

できている場合には、そちらも調査の対象

として、取り組んでいくようにいたしてお

ります。また、今回も、そのように考えて

いきたいと思っております。 

 それと、この分析等ですけれども、分析

につきましては、今年度、コンサルタント
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に調査をお願いして、ある一定の結果を出

していただこうとしております。それをも

とに今後、どうしていったらいいのかとい

うのは、商工会や商業者が話をしながら、

今後の活用、集客に向けた取り組みをされ

ております。 

 以前は、これをもとに勉強会もされてい

るということも聞いておりますので、せっ

かくする調査ですので、しっかり分析して

取り組んでいきたいと考えております。 

○上村高義委員長 山田次長。 

○山田生活環境部次長 南千里丘の分室

の活用等についてのご質問にお答えしま

す。ご承知のように、もともと、あの建物

につきましては、マンションのモデルルー

ムということで、開発業者から無償で提供

していただいたもので、そこに全くなにも

ない状態、スケルトンという状態で譲り受

けまして、使用できるように工事をしたと

いうものでございます。 

 まず、保育需要に応えるということで、

保育所の入居が先に決まりまして、その後、

商工会の事務所としての移転、そして、あ

わせて残った部分という言い方は、少し不

適切かもしれませんけれども、あわせて産

業振興に資するための場所ということで、

一体的に整備するということになったも

のでございます。 

 ということで、家賃の費用につきまして

は、もとの建物自体が、無償だったという

ことで、価格的には低額になる部分もある

のかということと、入居に当たっては、そ

れぞれ整備費用を負担しておられるとい

うこともございます。 

 それから、近隣の、例えば民間の貸しビ

ル、貸し室等と比較ということになるかと

も思いますけれども、市の建物ですので、

そこで収益を上げるということは考えて

おりませんし、建物自体に課税されるとい

うこともありませんので、その部分は、い

わゆる民間の家賃よりも低額になるのか

とは考えております。 

 あと商工会は、一つの民間団体で優遇で

はないかということでございますけれど

も、以前もご答弁申し上げているように、

商工会法に基づく経済産業大臣の認可を

受けた、営利を目的としない法人というこ

とでございまして、単に会員のためだけで

はなくて、地域内の商工業の総合的な改善、

発達を図る。あるいは社会一般の福祉増進

に資するという目的で活動、事業を展開さ

れている団体でございますので、我々と立

場を同じくするところがあるということ

で、連携しながら事業をしているところで

ございます。 

 それから、そういう支援もしながら、ま

た別途、創業支援の事業については委託料

を払っているんじゃないかということで

す。これまでに加えて、新たな事業をして

いただく部分について、これは創業支援に

力を入れるということで、市の事業として

委託をする部分ですので、必要な費用につ

いては、市が負担すべきものだという判断

で委託料を支払いしております。 

 それと、今後の活用ということでござい

ますが、現状、なかなか我々の管理体制で

ありますとか、人員体制が整わないという

こともございまして、当初は産業支援ルー

ムの部分を広く貸し出す、多目的室の貸し

出しであるとか、今は相談室として使って

おりますけれども、起業家の方に貸し出す

というような計画もございました。それか

ら、情報コーナーということで、いろんな

市内の産業の情報を集めて、市民の方にも

広めていくようなことも計画しておりま

したけれども、現状、我々の管理体制であ
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りますとか、人員体制、費用対効果のこと

から、なかなかそこに至っていないという

状況でございます。入ったところの情報コ

ーナーについては、市内の企業の製品であ

るとか、そういうのを展示するようなスペ

ースも設けておりまして、市の事業の紹介

なんかもしておりますので、商工会に来ら

れた方なんかは、そういうところも見てい

ただくなど、いろいろと工夫はしているん

ですけれども、なかなか十分な活用には至

っていないということで、ご提案があった

ように、広く使えるようにオープンにとい

うことについては、検討させていただきた

いと思っております。 

○上村高義委員長 増永委員。 

○増永和起委員 市政モニターの件につ

いては、わかりました。まだ、これからの

事業だと思いますので、やっていく中で、

いろいろとよりよい方向へ持っていって

いただきたいと思っております。よろしく

お願いします。 

 それから、通行量及び購買実態調査です

けれども、新しいところも入れて調査をす

るというお話でした。ぜひ、そのように広

げていっていただきたいと思います。 

 それから、コンサルタントに調査を分析

してもらって、それをどういう形で皆さん

が、しっかりと活用ができるように調査を

広げていくかということに関して、ぜひ、

商工会だけということではなくて、そんな

ふうに思っていらっしゃらないと思うん

ですけれども、せっかく行う調査ですので、

しっかりと活用できるようにしていって

いただきたいと思いますので、よろしくお

願いします。 

 それから、南千里丘の件ですけれども、

これから、毎年、施設管理費が９００万円

ぐらいかかっていくわけですよね。別に利

益を上げるとか、そんなことは何も言って

おりません。利益を上げるんではないけれ

ども、これだけの税金が、毎年出ていくん

だということで、本当に、それに見合うだ

けのしっかりとした市民に対しての還元

ができているのか。保育所は確かに保育待

機児がいてるから、需要を満たしていると

いうことで、はっきりわかると思うんです

よ。 

 でも、商工会は、じゃあ何をしていると

いうところが、やはりなかなか見えにくい

と思うんです。そして、商工会と保育所だ

けではなくて、摂津市のスペースが、そこ

にあるんだということが、すごくわかりに

くい。今、中に入ったらとおっしゃいまし

たが、中に入る方は商工会を訪ねていく方

か、保育所に行く方か、どちらかだと思う

んです。そこに摂津市の産業振興のスペー

スがあるんだと、それを目的に行くという

人は、セミナーを受けに行くとか、そうい

うことを除けば、なかなかいないと思いま

す。そうではなくて、あそこはオープンな、

摂津市の業者が誰でも、いろんなことをす

るために活用できるスペースに、ぜひして

いただきたいと思いますので、そのことに

ついては、お考えいただけるというような

お話でしたので、よろしくお願いしたいと

思います。 

○上村高義委員長 増永委員の質問が終

わりました。 

 村上委員。 

○村上英明委員 午前中からいろいろと

質疑等がありましたので、重複していると

ころは割愛する部分もありますし、少し内

容を変えて質問させていただくこともあ

りますので、よろしくお願いしたいと思い

ます。 

 予算書で質問したいと思います。 
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初めに２９ページでありますけれども、

ここで、午前中も議論がありましたけれど

も、コミュニティセンター使用料について

であります。業務的には指定管理者の分と、

それから非常勤の方と、いろいろとお聞き

をしていたんですけれども、開館になって

から、要は半年分ということで使用料が計

上されているのかと思いますが、その１８

０万円ですね、この計上の考え方をお尋ね

したいと思います。 

 ２点目ですが、同じく２９ページであり

まして、ここで文化ホール使用料が計上さ

れております。平成２８年度ということで、

３１６万７，０００円ということであった

かと思うんですが、この平成２７年度の予

算ですね、この文化ホールは成人式以降閉

館しているという状況ですが、その予算と

比較すると、この文化ホール開館以降、約

５か月ぐらいかと思うんですが、単純比較

ですけども、この使用料ですが、すごい割

高のような感じがいたしますので、この平

成２８年度の予算の計上の考え方につい

てお尋ねをしたいと思います。 

 ３点目ですけれども、同じく２９ページ

でございまして、市民ルーム、フォルテ３

０１・３０３の使用料についてであります。

この平成２８年度の予算につきましては、

平成２７年度と同額ということで計上さ

れていると思いますけども、その中で、こ

の平成２８年の予算の考え方について。そ

して、平成２６年度決算はわかっているん

ですが、この平成２７年度分の状況につい

て、最初にお尋ねをしたいと思います。 

 次ですが、４３ページ、通学路防犯カメ

ラ設置促進事業補助金があります。１００

万円ということでありますけども、これの

事務処理の流れ、そして、この設置をする

際の決定を誰がされるのかということで、

この２点お尋ねをしたいと思います。 

 次に、５１ページ、環境基金繰入金です

ね、補足説明のときに触れられておられま

したけども、平成２７年度から、約７分の

１になっているようなこともございます

ので、今回の計上の考え方についてお尋ね

をしたいと思います。 

 次が８１ページでございます。摂津まつ

り振興会補助金が、節１９負担金、補助及

び交付金で計上されておりますけども、昨

年から１５０万円ほど増額になっている

ようなことがありまして、５０周年事業の

絡みかと思うんですが、確認も含めてご答

弁をお願いしたいと思います。 

 同じく８１ページの一番下ですね、文化

ホールリニューアル工事監理委託料とい

うのが１，９８７万６，０００円計上され

ておりますけども、この委託先について、

ご答弁をお願いしたいと思います。 

 次に８５ページでございます。節１３の

委託料ですが、コミュニティセンター開館

準備業務委託料というのが計上されてお

ります。約２，０００万円あるんですが、

どういったことを委託するのかという業

務内容についてお尋ねをしたいと思いま

す。 

 次が９１ページでございます。コンビニ

交付システム保守委託料ということで、午

前中からも、サービスコーナーの件とか、

ご質問等がございました。 

 本格的に実施していくということであ

るということで、平成２７年度の当初予算

からも比較すれば、増額になっていると思

いますが、確認も含めてお答えをお願いし

たいと思います。 

 次に１０３ページでございます。地域福

祉計画推進協議会委員報酬がありまして、

平成２７年度からすれば、半減以下になっ
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ていますけれども、この平成２８年度の協

議内容と回数についてお尋ねをしたいと

思います。 

 次が１０９ページで、これも午前中から

議論がございました。節１３委託料の中で

のライフサポーター業務委託料というの

があります。これも代表質問で質問もされ

ておられましたけども、社会福祉協議会に

おられる、ヘルパーが３名おられまして、

さらに２名を追加ということで、追加分と

して７７０万円ほどですかね、合計５名で

されるということでありますけども、内容

的には午前中から聞いておりましたので、

スケジュール関係ですね、いつごろからス

タートされようとされているのかお尋ね

をしたいと思います。 

 次に１２３ページでございます。生活保

護の関係でありまして、私からは、レセプ

ト点検委託料５３万１，０００円。そして、

電子レセプトシステム更新委託料という

ことで２６７万２，０００円というのが書

いてありますけども、このレセプト点検委

託と、電子レセプトシステムの関係ですね、

どういうものがあるのかお尋ねをしたい

と思います。 

 次に１２５ページ一番上ですが、環境の

保全及び創造に関する条例改正審議会委

員報酬というのが書いてあります。予算で

は１３万８，０００円ということでありま

すけれども、この審議の回数とか、委員の

選定についてのお考えをお尋ねしたいと

思います。 

 次に、同じ１２５ページでございまして、

節１３の委託料というところで、保健セン

ター管理委託料の指定管理料ですが１億

１，４７６万９，０００円が計上されてい

ると、これ平成２８年度ですが、これは平

成２７年度からすれば１，３００万円ほど

増額になっているということで、例えば、

何か機械の修繕があるとか、建物関係の修

繕しなければいけないとかいうのがある

のかと想定もあるんですが、どういう内容

で増額になったのかということをお尋ね

したいと思います。 

 次に、同じく１２５ページで、予防費で

報償金があります。健康づくり推進協議会

委員報酬ということで、４２万９，０００

円が計上されていますけども、この審議内

容について、お尋ねをしたいと思います。 

 次に１２７ページで、節１４の使用料及

び賃借料で、健康管理システム利用料とい

うのが５５４万円で計上されております

けども、母子健診に関するものかと思って

いるんですが、案内の人数とか、この平成

２８年度受診者数、それに対して、この案

内の方法、また受診勧奨も含めてですが、

それについての考えについて、お尋ねをし

たいと思います。 

 次に１２９ページでありまして、節１９

の負担金、補助金及び交付金で、所有者不

明猫避妊・去勢手術費用助成金というのが

計上されております。この業務の流れと、

どういう猫が対象になるのかお尋ねした

いと思います。 

 次に１３３ページでありますが、午前中

も議論ございましたけども、リサイクルプ

ラザ増築工事ですね、費用ということで２，

１６０万円が計上されておりまして、その

上の節１３の委託料、設計関係も費用が計

上されているということで、この増築の内

容についてと、スケジュールがわかればお

答え願いたいと思います。 

 次に１３５ページで、これも本会議等で、

いろいろと議論がありましたけども、改め

てお尋ねをしたいと思うんですが、節１３

の委託料の中で焼却施設精密機能検査業
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務委託料ということで、３５３万１，００

０円が計上されていますけども、どういう

検査をされるのか１回目お尋ねをしたい

と思います。 

 次に、１４１ページ、これも午前中から

議論ございました、企業立地奨励金のこと

であります。 

 平成２７年度から比較しまして１億円

ほど増額になっているということであり

まして、この平成２７年度当初はですね、

１億２，７００万円ほど計上されていたと

いうことで、そのときには２０の業者に対

してということで奨励金を交付というこ

とで考えをお示しになっておられました

けども、この平成２８年度は事業者数をど

う想定されているのかということと。今の

平成２７年度の現状ですね、つかんでおら

れればお答え願いたいと思います。 

 これが議案第１号ということで。次の議

案第９号の件でございます。 

 今回、年度末に向けての減額調整がほと

んどだろうと思うんですが、その中で１４

ページ、１５ページですが、分担金及び負

担金ということで、項１負担金、目１民生

費負担金ということで、この介護サービス

保険者負担金とか、介護サービス利用者負

担金、そして包括支援センター負担金とい

うことで、ほぼ予算額がそのまま減額され

ているという状況だと思います。これは桜

苑ですかね、確認も含めてご答弁をお願い

したいと思います。 

 ３１ページでございます。目１０の防犯

対策費で、節１３の委託料の防犯灯保守点

検委託料が減額されております。今回、減

額は２２７万９，０００円ということで、

当初予算が４８０万円ほど組まれていた

中での、この減額ということでございます

ので、執行は半額以下になってくるのかと

思うんですが、その理由について１回目お

尋ねをしたいと思います。 

○上村高義委員長 谷内田課長。 

〇谷内田市民活動支援課長 コミュニテ

ィセンター使用料とコミュニティセンタ

ー開館準備業務委託料の内容についてお

答えさせていただきます。 

 まず１点目、コミュニティセンター使用

料の積算内容ということですけれども、こ

れにつきましては、まず開館後の稼働日数

及び稼働率、これを想定いたしまして、そ

れに対して１日当たりの使用料４万９，７

００円を乗じて算出いたしております。 

 稼働日数についてはですね、秋からの開

設を予定しておりますけれども、１４０日

を想定させていただきまして、あと稼働率

につきましてはですね、コミュニティプラ

ザの平成２２年度開設当初の稼働率を参

考とさせていただきまして、そのときのコ

ミュニティプラザの平成２２年度の稼働

率の平均が２６％でございましたので、こ

の数値を用いまして積算いたしておりま

す。 

 ですから、１４０日掛ける４万９，７０

０円掛けることの２６％、これで１８０万

９，０８０円ということになりますので、

これを若干、端数調整させていただきまし

て、１８０万円を計上させていただきまし

た。 

 それから、２点目のコミュニティセンタ

ー開館準備業務委託料の想定している内

容ですけれども、まずは、この施設、開設

に当たりまして開館の記念式典、これを実

施していきたいと思っておりまして、この

記念式典の準備について委託をしていき

たいと考えております。 

 このほか、施設竣工後、開館までの建物

の維持管理業務であったり、供用開始前か
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ら、貸室の受け付けをしていきたいと考え

ておりますので、そういった供用開始前か

らの貸室の受付業務ですね、そういったも

のとか。施設開設の準備、広報宣伝業務で

ありますとか、印刷物、施設のパンフレッ

ト等の印刷とか、掲示物の作成、それから

施設の準備に当たりまして、いろいろと準

備が必要になってきますけれども、備品納

入の補助でありますとか、そういった業務

を委託してまいりたいと考えております。 

 また、この業務につきましては、執行の

段階で精査していきたいと思っているん

ですけれども、最終的には業務委託終了後

に精算をして適切な執行に努めていきた

いと考えております。 

○上村高義委員長 早川課長。 

〇早川自治振興課長 自治振興課にかか

わります質問について、お答えさせていた

だきます。 

 まず、文化ホール等の使用料についての

積算の考え方についてでございますが、文

化ホールの使用料につきましては、いきい

きプラザ貸室使用料も含んでおりますの

で、ホール休館の影響はございません。 

 ホールに関しては、事業が休館中の１１

月から３月までの５か月の間に利用が集

中すると見込んでいるために、昨年度実績

を勘案して予算を作成しております。 

 次に、フォルテ３０１・３０３の利用に

ついてでございます。こちらにつきまして

は、稼働率が平成２４年度が３０％、平成

２５年度が２９．６％、平成２６年度が２

７．９％、若干下がっておりますが、ほぼ

一定ということで、前年の予算の２７０万

円を、そのまま今回、計上させていただい

ております。 

 次に、通学路防犯カメラ設置促進事業補

助金についてでございます。 

 こちらにつきましては、大阪府の子ども

を守る通学路防犯カメラ設置促進事業か

らの補助金を利用しておりますが、こちら

につきましては、設置する費用の２分の１

か、または上限が１０万円の補助内容でご

ざいます。 

 設置台数は、１０台を予定をしておりま

して、予算的には２９７万５，０００を計

上させていただいております。 

 この設置場所についての決定でござい

ますが、自治会等を通しての申請という形

になっておりますので、自治連合会等と協

議しながら、設置場所について決めていき

たいと考えております。 

 次は、摂津まつりの補助金に対してでご

ざいますが、こちらにつきましては昨年度

５０万円増額していただいて、５００万円

の補助金で４０周年の周年事業を開催さ

せていただきました。延べ５万１，０００

人という多くの方が来られたということ

で、成功裡に終わったと考えております。

ことしにつきましても１５０万円、市制５

０周年に合わせて予算計上しており、まつ

りの中で周年事業を取り入れた企画等を

考えており、現在、まつり振興会で内容に

ついての検討をしているところでござい

ます。 

 次に、摂津市民文化ホール耐震補強及び

リニューアルの工事監理の業務委託の業

者でございますが、こちらの契約相手につ

いては、株式会社三座建築事務所、契約金

額につきましては２，８９２万８，８８０

円。今年度補正予算で、平成２７年度前払

いとして９０５万３，６４０円、こちらの

ほうを計上させていただいております。残

りの金額、平成２８年度について、今回の

１，９８７万５，２４０円を計上させてい

ただいております。 
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 最後、補正の防犯灯保守点検委託料につ

いてでございます。 

 これについては、過去に自治会や地区で

自主的に設置しました防犯灯についてで

ございますが、平成２５年度に設置させて

いただいたんですが、引き込み等不明瞭な

ものがございまして、その調査等が必要と

なりました。それの調査費用を昨年度、約

４００万円要求させていただき、その分の

入札差金でございます。工期としては、８

月１１日から３月３１日まで１，２００か

所、業者は７者参加で落札金額が１５４万

４，４００円ということで、今回の入札差

金が出ております。 

○上村高義委員長 三浦課長。 

〇三浦環境政策課長 それでは、環境政策

課にかかります環境基金及び審議会に関

するご質問にお答えいたします。 

 まず、環境基金繰入金でございますが、

環境基金繰入金というのは、廃棄物の減量

及び再資源化に関する事業、地球温暖化防

止に関する事業、生活環境の保全に関する

事業など、環境施策を推進するための事業

に充当するものでございます。 

 これまで、温暖化対策事業や環境教育学

習事業、リサイクルプラザ整備事業などに

充当してまいりました。 

 平成２８年度につきましては、リサイク

ルプラザ整備事業につきまして、財政課の

ほうから、財源を地方債に求めたため、環

境基金は充当しないという説明を受けて

おり、そのため環境基金の繰入金の減額と

なっております。 

 環境基金につきましては、今後も環境施

策の充実のために活用してまいりたいと

考えております。 

 続きまして、審議会報酬でございます。 

 審議員につきましては、市民代表といた

しまして自治連合会、事業者の代表といた

しまして商工会、女性目線でのご審議をい

ただきたいとして地域女性団体協議会、行

政の立場で大阪府、環境教育につきまして

ご意見をいただきたいとして、校長会から

各１名ずつ、そのほか学識経験者といたし

まして、大阪府人間科学大学の環境社会学

専門の教授、それと大阪府地球温暖化防止

活動推進員、合計７名の委員とさせていた

だいております。 

 審議会は３月１８日に開催予定をして

おり、来年度は２ないし３回の開催予定と

しております。 

○上村高義委員長 川本課長。 

〇川本市民課長 それでは、市民課に係り

ますご質問にお答え申し上げます。 

 コンビニ交付システムの保守委託料の

増額の理由はということでございます。 

 コンビニ交付システムの保守委託料に

つきましては、月額税抜きで２１万７，０

００円でございます。 

 平成２７年度につきましては、コンビニ

交付開始が当初１月からの予定でござい

ましたので、３か月分となっております。 

 平成２８年度につきましては、１２か月

分ですので、増額となっております。 

○上村高義委員長 丹羽課長。 

○丹羽保健福祉課長 私のほうからは、保

健福祉課にかかわります、地域福祉計画推

進協議会委員報酬について、ご答弁させて

いただきます。 

 この委員報酬につきましては、地域福祉

計画を効果的、計画的に推進するために設

置されております、地域福祉計画推進協議

会の委員報酬でございます。 

 平成２８年度につきましては、２回分の

予算を計上させていただいております。 

 予定いたしております協議内容につき
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ましては、前期に前年度の地域福祉計画の

検証をしていただく、かつ次年度に向けて、

ご意見をいただくということと、あと後期

に次年度の地域福祉計画に関する施策の

推進等について、ご報告させていただき、

ご審議いただくということで進めたいと

考えております。 

○上村高義委員長 鈴木参事。 

〇鈴木保健福祉部参事 それでは、高齢介

護課にかかわります二つの質問にお答え

申し上げます。 

 予算書１０８ページ、ライフサポートの

業務委託料のライフサポーターの全戸訪

問の業務スケジュールにつきまして、ご答

弁申し上げます。 

 現在、ひとり暮らし登録者の訪問を社会

福祉協議会に委託しまして、３人で訪問し

ていただいております。引き続き社会福祉

協議会に委託することが効率的で効果的

でと考えまして、スケジュールを立てさせ

ていただいております。 

 議会のご可決をいただきましたら、４月

に委託の契約を結び、進めてまいりたいと

考えております。 

 具体的な内容につきましては、４月にラ

イフサポーター２名の募集をしていただ

きまして、雇用も進めていただきたいと思

っております。 

 地区割と訪問対象者の調整、ひとり暮ら

し登録者への制度変更による周知の徹底、

また２名の雇用が決まりましたら、担当の

変更による引き継ぎ、９月ごろには７５歳

以上の高齢者のデータ取得の仕組みの構

築が完成する予定ですので、訪問記録を保

存するシステムの構築、それに伴うライフ

サポーターへのシステム操作研修を進め

ます。 

 また、訪問面談時にお渡しする支援制度

の情報を盛り込んだ冊子の作成は４月か

ら取りかかり、８月製本を目指しまして進

めてまいります。本格的な稼働は１０月を

計画しております。 

 続きまして、補正予算書の１４ページの

民生費負担金、介護サービス保険者負担金、

介護サービス利用者負担金、包括支援セン

ター負担金の減額する事由について、ご答

弁申し上げます。 

 介護サービス保険者負担金、介護サービ

ス利用者負担金につきましては、平成２６

年度のせっつ桜苑の民営化以前にサービ

ス給付等に錯誤があり、国保連合会より介

護報酬が支払われている場合、民営化以前

の本市の歳入となることから、委託先の成

光苑より返還を受けるために介護サービ

ス提供の９割に当たる介護サービス保険

者負担金と、１割に当たります介護サービ

ス利用者負担金の予算を計上しておりま

したが、今年度中に錯誤による返還が生じ

ないことから、減額の補正をするものです。 

 また包括支援センター負担金につきま

しても、社会福祉協議会に委託に出した平

成２５年度以前に、直営時代に生じた錯誤

により国保連合会より介護報酬が支払わ

れている場合はまた本市の歳入となるこ

とから、社会福祉協議会より返還を受ける

予算を計上しておりましたが、今年度中に

は錯誤などにより返還が生じないことか

ら、同様に減額の補正をするものです。 

○上村高義委員長 東澗参事。 

○東澗保健福祉部参事 予算書１２２ペ

ージ、生活保護に係る委託料についてご説

明いたします。 

 まず、レセプト点検委託料でございます

が、入院に係るレセプトが単価５１．５円

で、年間を通して１，３００枚で、計６万

６，９５０円。入院外が単価１３円で、３
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万４，９００枚で４５万１，１００円。柔

道整復が単価４２円で、３００枚で１万２，

６００円の予算計上です。なお、単価につ

きましては、今年度と同額で考えており、

３者の見積もり合わせで比較競争して業

者を決定したいと考えております。 

 なお、今年度の実績でございますが、前

月の２月末までの状況でございますが、入

院分が１，０３８件、外来が２万７，８４

２件、柔道整復が１５１件の審査を行って

おります。 

 次に、電子レセプトシステム更新委託料

でございますが、当初のシステム導入が平

成２３年でございまして、それから５年間

が経過しておりますので、予算計上させて

もらっております。内訳といたしましては、

機器の購入と更新作業の経費として２５

８万１，２００円、保守委託料として月７，

０００円掛ける１２か月と消費税で９万

７２０円でございます。 

○上村高義委員長 川口参事。 

○川口保健福祉課参事 それでは、私のほ

うから４点のご質問にお答えさせていた

だきます。 

 まず、１点目、保健センター管理委託料

の増加の理由についてお答えさせていた

だきます。保健センター管理委託料の中の

介護サービス事業に係ります常勤職員の

産休、育休による体制の変動ですとか、あ

と職員構成の変動によりまして、介護サー

ビスを提供する体制が減りましたことに

よります介護報酬の収益の減少に伴うも

のです。それを補うために増額となってお

ります。 

 ２点目の健康づくり推進協議会の審議

内容についてですが、こちらは、市民の健

康づくりの総合的な推進のために必要な

事項について調査、審議をするということ

になっております。協議会の中には専門部

会としまして５つの部会を設定しており

ます。部会については、具体的には保健調

査部会、判定部会、歯科保健部会、予防接

種検討部会、健康医療のまちづくり検討部

会、以上が５つの部会となります。それぞ

れの特定健診等健康診査の判定基準の設

定や、講座や家庭訪問の基準、そういった

ものを決定をしましたり、あるいは各種健

診受診率の向上のための取り組みについ

て検討したり、あと主なものとしまして、

健康せっつ２１やこの３月に策定いたし

ましたまちごと元気推進プランなどの内

容について審議を行う会議でございます。 

 ３点目の健康管理システム利用につい

ての内容や実施方法についてのご質問で

すが、委員からお話がありましたように、

乳幼児、子どもの健診の案内通知、それと

あわせまして特定健診の案内あるいはが

ん検診の案内、歯科健診の案内、そういっ

た各種健康に関する事業の対象者の抽出

と案内通知にこの管理システムを活用し

ております。また、健診の受診結果、ある

いは家庭訪問の結果、そういったものもこ

の管理システムで管理をしている状況に

あります。 

 具体的な案内通知の人数ですけれども、

２８年度の数というわけではないんです

けれども、特定健診でしたら対象者になら

れる約１万６，０００人へご案内をしたり、

乳幼児健診でしたら、一つの健診当たり約

８００名への通知、そういったものを年間

こちらのほうから案内通知、またそれぞれ

の健診についての未受診者の方の抽出も

この管理システムで行いますので、未受診

者の方への再度の受診勧奨等も活用をし

ているところです。 

 ４点目の所有者不明猫の制度について、
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この業務の流れというご質問ですけれど

も、この事業につきましては、所有者不明

猫による鳴き声やふん尿とかのご相談を

いただいているところです。そういった苦

情への対応とあわせまして殺処分する猫

を減らすということを目的に取り組みを

行う制度です。 

 まず、所有者不明猫について、個人の方

あるいはボランティアのグループから申

請を市にいただきます。市で決定というこ

とで通知を行いました後、市のほうがとい

うことではなくて申請者の方みずから獣

医師のほうにお連れいただきまして、手術

を受けていただきます。手術を実施したと

いう証明書と領収書を添えて市のほうの

窓口にご請求をいただきまして、一頭につ

きまして５，０００円を上限に還付を行う

といった業務の流れになっております。 

 どういった猫が対象になるかというこ

とですけれども、あくまでも所有者の不明

猫ということで考えておりますので、飼い

猫については対象とは考えておりません。

所有者不明猫をどういう形で判別するの

かというのは少し難しいこともあろうか

と思いますけれども、基本的には公園に住

みついているというような猫を、状況を観

察する中でご申請をいただくということ

になるのではないかと考えております。 

○上村高義委員長 豊田次長。 

○豊田生活環境部次長 それでは、私から

環境業務課に係りますご質問にご答弁申

し上げたいと思います。 

 リサイクルプラザの増築についてでご

ざいます。この内容については、センター

のほうで一炉運転するということで、廃プ

ラスチックを燃やせないごみから燃やせ

るごみにするという話がございます。 

 また、もう一点、燃えにくい剪定枝であ

るとか青草であるとか、それを今回リサイ

クルプラザのほうで腐葉土とかを乾燥さ

せて負担を少なくするということも考え

ております。その中で今回、リサイクルプ

ラザの強化を図りたいということで、リサ

イクルプラザの増築工事の中では管理棟

を建てさせていただきたいと思っており

ます。そういったことで、今回３つの設計

委託料と工事監理委託料と、それと増築工

事の工事請負費を上げさせていただいた

ところでございます。 

 それと、もう１点、スケジュール管理に

ついてでございますけれども、まず４月に

入りましたら早々に実施設計の委託につ

きまして入札させていただいて、業者を決

めて設計に入りたいと思っております。そ

れで、設計ができました時点で工事に、ま

たこれも入札にかけさせていただくこと

になろうかと思いますけれども、すみやか

に入札して業者を決めまして、２８年度の

３月末までには全ての工事を終わりたい

と思っております。 

○上村高義委員長 森川センター長。 

○森川環境センター長 予算書１３５ペ

ージ、焼却施設精密機能検査業務委託料、

これがどういった検査を行うのかについ

てお答えさせていただきます。 

 精密機能検査につきましては、施設の処

理能力や設備装置の状況を、施設を建設し

ておりますプラントメーカーではなく第

三者機関により客観的に検査をしてもら

うというものであります。内容につきまし

ては、ポンプでありますとか、クレーン、

送風機、コンプレッサーなどの機械設備、

それから焼却炉内の耐火構造設備、電気設

備、配管、建屋などの状況を調査し、その

調査結果に基づき施設の構造及び維持管

理上の改善点を指摘してもらうといった
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ものであります。 

○上村高義委員長 池上参事。 

○池上生活環境部参事 それでは、企業立

地の奨励対象事業者についてお答えさせ

ていただきます。 

 まず、２７年度、これは見込みですけれ

ども、事業者数としましては２０社、対象

としましては３１件で、金額が７，７４７

万６，０００円となっております。２８年

度、来年度ですけれども、こちらは２２社、

３７件で１億９，３７４万５，０００円を

見込んでおります。１億円ほどふえている

わけですけれども、これにつきましては、

昨年、市内の企業が新設されました研究棟

にかかる奨励金が限度額の１億円に達す

るであろうということで１億円の増と見

込んでおります。 

○上村高義委員長 村上委員。 

○村上英明委員 １回目のご答弁ありが

とうございます。 

 まず、初めのコミュニティセンターの使

用料の件でございます。算定の仕方を、稼

働率が２６％であった、当初のコミュニテ

ィプラザを参考にしてということでござ

いました。秋以降は、文化の季節というこ

ともありますので、予定よりもふえるよう

な認識を私は持っているんですけれども、

また条例の関係もありますので、予算とい

うことで意見だけ述べておきたいと思う

のですが、先ほども公民館まつりの件等で

ご意見も質疑もありました。ことしはとい

うと、公民館という名前がつくのかつかな

いのかというところはあるかと思うんで

すけれども、今までの別府公民館からの広

さからすれば、今回は面積的にもかなり広

くなったりとか、部屋数もふえたりとか、

またエレベーターもついて利便がよくな

ったとかいうことで、このまつり自身も１

回目ということでかなり盛り上がってい

ってほしいという希望を持っているので

すが、そういう意味でしっかりとまた地域

の中でこれから根づいていくように、この

まつりも含めて取り組んでいっていただ

ければと思います。 

 ２つ目のコミュニティセンターの開館

準備の関係ですね。この開館準備という名

前からすれば２，０００万円というお金は

結構大きいと思ったので、先ほど言ってい

たこういうことに使いますよということ

で、広報のことであるとか、また供用開始

前の受付関係であるとか、いろいろと述べ

ていただきました。やはり、この秋に開館

ということで、これも先ほど言いましたけ

れども、文化の関係もしっかりとやってい

くということと、これからさらに地域福祉

計画の中でも地域とのこともかなり触れ

られておられますので、その計画も含めて

しっかりと地域の中で拠点となるような

形でまた運営もしていっていただければ

と思いますので、これも要望ということで

お願いしたいと思います。 

 次の文化ホール使用料でございます。い

きいきプラザの分も含んでというご答弁

がありまして、そういう中では数字上では、

平成２８年度は単純にいけば月に６３万

円ということで、単価的には高いと思って

お聞きをしておりましたので、これから５

０周年ということもございますし、１１月

から今までコミュニティプラザ等を使わ

れていた方も文化ホールを使用するとい

うのもあると思うので、例年よりも使用率

は上がってくるのかと思いますので、その

辺はしっかりとスケジュール調整をして

いただいて、利用者の方が不便と感じない

ようなそういう運営をしていっていただ

ければと思いますので、これも要望として
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おきます。 

 次は、予算書の２９ページのフォルテの

件でございます。先ほど利用率ということ

で平成２４年度から述べていただきまし

て、大体２９％とか２８％、２７％ぐらい

の利用率ということだったのかと思うん

ですけれども。これは平成２６年度決算か

ら見たんですけれども、フォルテの使用料

が２８０万円ほどあるんですけれども、利

用の件数が約３００件だったと思うんで

す。それに対して、同じような収容の部屋

を見ていくと、正雀市民ルームの３０人使

用の部屋とかいろいろとあるのですが、正

雀市民ルームは１，９００件ほど平成２６

年度利用があったということで、この件数

だけを見れば、かなり利用の差があるので

はないのかと思うのですが、その中でフォ

ルテ３０１、これは収容人数４０人ですけ

れども、そこで利用料の関係ですけれども、

フォルテ３０１でいけば、収容人数４０人

で午前中で２，６００円だったと思うので

すが、それに対して正雀市民ルーム、これ

は３０人部屋ですけれども、午前中で１，

２００円の利用料で半額以下であるかと

思うので、この辺の利用の金額も、利用件

数が伸び悩んでいる要因となっているの

ではないかと思うんですね。特に夜間です

ね、フォルテ３０１が５，２００円だった

と思うんですけれども、それに対して正雀

市民ルームは１，８００円ということで３

分の１ぐらいの値段。昼間が約２分の１で

夜間が３分の１ぐらいの利用料というこ

とだったと思うのですが、要はＪＲ千里丘

の駅前というこの利便性がフォルテには

あると思うんですよね。そういう中にあっ

てこの利用件数が多くはないということ

もあるので、第５次行革の関係もあるんで

すけれども、要は利用率を上げていく一つ

の要因として利用料金を下げていくとい

うお考えはないのかどうか、お尋ねしたい

と思います。 

 次に、予算書の４３ページの通学路防犯

カメラ設置促進事業補助金の件でござい

ます。１０台を予定しているということで

ございまして、自治連合会への説明を４月

の総会でされるのかと個人的には思って

いるんですけれども、説明のスケジュール

関係をどう考えておられるのかというこ

とをお尋ねしたいと思います。１０台とい

うことであれば、単純に小学校区で分けれ

ば１校区１台ということになってくると

思いますので、またしっかりとどの場所に

設置をしていくのかということを各校区

の自治連合会で話し合っていくのかと思

うのですが、説明をしっかりとやっていっ

ていただきたいと。この点は要望としてお

きますので、よろしくお願いいたします。 

 ８１ページの摂津まつり振興補助金の

件でございます。昨年はちょうど摂津まつ

りが４０周年ということで、当初より５０

万円増額してということであったかと思

います。ことしは５０周年ということでも

あるので、その辺をまたしっかりと費用対

効果ではないですけれども、市民の方に５

０周年には、あんな祭りがあったというこ

とで記憶に残るというんですかね、そうい

う企画をお願いしたいと思います。これは

要望としておきます。 

 文化ホールの工事監理委託、これはわか

りましたので、またしっかりとこの秋に向

けてスケジュールがおくれないように、無

事故でこの工事をしっかりと監理してい

ただければと思いますので、これはよろし

くお願いをいたします。 

 予算書９１ページのコンビニ交付シス

テム保守委託料の件でございます。午前中
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からもサービスコーナーの利用件数も今

２万４，０００件超えているというような

こともございまして、先ほどの管理委託料

の月２１万７，０００円だったかと思うん

です。午前中にも質疑があったんですが、

コンビニ交付がふえていけば市民サービ

スコーナーを利用される方も減ってくる

のではないのかと思うんですね。これが今

の個人番号カードという流れからすれば、

いいことだと思うんですけれども、市民サ

ービスコーナーの管理委託料の考え方で

すね、今年度はどう考えておられたのかと

いうことでお尋ねしたいと思います。 

 次に、５１ページの環境基金の件でござ

います。昨年は起債の関係でという説明が

ありました。やはり、この環境というのは、

本当に国のほうでもＣＯ２を減らしてい

こうというような動きとか、国もそうなの

ですが国際的にもこういう動きになって

きているので、小さな小さな積み重ねかも

しれないですけれども、その積み重ねが本

当に大切なことだと思うので、これからも

しっかりと、この環境面に目を向けて取り

組んでいっていただきたいと思いますの

で、これも要望としておきます。 

 次に、予算書１２５ページの環境保全の

条例改正の関係でございます。委員が７人

ということで審議会も２から３回と考え

ておられるということでございました。委

員の選定につきましても、地域女性団体で

あるとか、また大阪府であるとか、あと学

校関係の方とかいうことでご答弁をいた

だきました。条例改正の審議会ということ

ですので、これもしっかりと環境向上とな

っていくように、そしてこれが現場ともう

まくリンクしていくというんですか、現場

がしっかりと取り組んでいけるような内

容で条例をつくっていっていただければ

と思いますので、よろしくお願いをいたし

ます。これも要望としておきます。 

 予算書１０３ページの地域福祉計画推

進協議会委員報酬の件でございます。回数

は２回ということで、平成２７年度は地域

福祉計画をつくられて、パブコメも終わら

れてということでこの４月から本格実施

ということで、５年という長いような短い

ような、そういうサイクルだと思うんです

ね。今ご答弁をいただいた中では前年度の

検証であるとか、それから、また次年度に

向けて審議をしていただこうということ

であったかと思うんですけれども、この計

画の中にも定期的に市が点検をしていき

ますというようなことも書いてあります

し、またこの必要に応じて住民の意向、掌

握ということも書いてあるのですが、やは

り地域福祉ということが先日の民生常任

委員会にも報告ということで説明もして

いただいたんですけれども、やはりこれが

人口ビジョンの関係もあったりとか、地域

というのはどうしても行政から見ても、地

域の活力というのが本当に必要なことだ

と思うんですね。そういう中で私も自治会

の役員もさせていただいているんですけ

れども、地域の中では役員の関係とか、こ

の間の本会議でも述べましたけれども、老

人会の加入率が減ってきているとか、こど

も会も減ってきているということで、要は

対象者の方はかなりおられるんですが、そ

の組織の中で活動をされる方が少しずつ

減ってきてるような現状でもあるのです

が、地域福祉推進協議会という中で、これ

からの地域福祉計画をつくられましたか

ら、これがしっかりと運用していっている

のかどうか、平成２８年度はどういう施策

を打ってこの計画目標を達成していくの

か、また次の平成２９年度も同じことなの
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ですが、政策の提言をしていくとかいうこ

とも、この協議会の中でやっていくという

のも一つなのかと思うので、協議会のあり

方をどう考えておられるのかということ

でお尋ねをしたいと思います。 

 保健センターの管理委託料につきまし

ては、職員のことでということで先ほどご

答弁もございました。予算書の最後にも債

務負担行為の年数も書いてありましたし、

金額も書いてあったので、それを見れば少

し金額が上がってきている、将来的にとい

うこともあるのですが、やはり、しっかり

と健康管理という面で特定健診もそこで

していただいておりますので、これからし

っかりと保健センターの管理をやってい

っていただきたいということで、要望とさ

せていただきたいと思います。 

 次に、健康づくり推進協議会の件でござ

います。専門部会を五つつくられてという

ことであります。どうやったら健康づくり

はさらに進んでいくのかとか、健康せっつ

２１のこともありますので、その目標達成

に向けてどういうことをやっていけば健

康づくりがさらに摂津の中で広がってい

くのかだと思うので、要望ですけれども、

やはりそういういろいろな政策提言をし

ていく、議論をしていく、こういうことを

やれば健康づくりがさらに推進していく

のではないかとか。健康せっつ２１の目標

到達に向けて、これから平成２９年度はこ

んなことをやらないといけないのではな

いかというような、そういう政策提言なり

ね、財政的なこともあるんですけど、そう

いう提言をしっかりとやっていくような

そういう運営をお願いしたいと思います。 

 次に、健康管理システム利用料の件でご

ざいます。これまで４カ月児健診とか、あ

と１カ月半とか、３歳半とか、健診の案内

をされていたと思うんです。今まで郵便関

係で案内とか受診勧奨をされていたと思

うんですが、ＩＴ関係をもっとさらに活用

したらいいのではないのかと私は思うん

ですね。特に、今は子育て対象者の方とい

うのはほとんどスマホを持っておられる

と思うんです。そういう関係でこの案内な

りをメールで送るとか何かして、例えばス

マホだったら添付ファイルもつけて、それ

に返信できるようなシステムをつくって

いくとかということで、メールでの案内が

できればもっと受診率も上がってくると

思うし、本人の認識も高まってくるのでは

ないのかと思うのと、郵送料も削減するの

ではないのかと。メールの通信料はかかっ

てくるかもわかりませんけれども、その辺

も含めてこれからは電子案内をしていく

べきではないのかと思うので、とりあえず

この健康管理システムの関係でメール配

信の考え方をお尋ねをしたいと思います。 

 所有者不明猫の避妊の件でございます。

私も公明党としていろいろと視察させて

いただきました。兵庫県の芦屋市とか、堺

市とか、いろいろ取り組んでいるところの

視察も行かせてもらいまして、質問もさせ

ていただいたその結果として、これを実施

をしていただいたというのはありがたい

と思います。先ほどお金の件で上限５，０

００円ということでございましたけれど

も、これが例えば猫がふえてきて、予算オ

ーバーになったときにどういう対応をさ

れるのか。予算がもういっぱいなので、も

うこれはできませんということになって

しまうのか、その辺の考え方をお尋ねした

いと思います。 

 次に、１０９ページのライフサポーター

の件でございます。地域からすれば訪問し

ていただくというのは本当にありがたい
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と思うんですね。代表質問の中でも民生委

員との業務の役割分担とかいろいろとあ

ったかと思うんですが、その中で先ほど１

０月からの実施ということで言われてお

られましたけれども、この対象者の選定の

やり方ですね。要は、１０月１日時点で７

５歳になった方を訪問していくとか、対象

者の選定の考え方をお尋ねしたいと思い

ます。 

 次に、予算書の１２３ページの生活保護

の関係での電子レセプトシステムの更新

の関係でございます。先ほどシステムのレ

セプトの枚数とか金額のご答弁をいただ

きました。これが既に電子化されていると

いうことで、生活保護費の中で医療費関係

がこの数年半分近く占めてきているとい

うことがあるので、何か手を入れていった

ほうがいいのではと思うんですね。例えば、

国保年金課でやってるデータヘルスがあ

りますよね、透析の方が少しふえてきてる

から、この方に対して手を打っていこうと

かいうことで、ことしもされるんですけれ

ども、何かこのデータを使って医療費を削

減していくような施策というのを考える

必要があるのではないのかと思うのです

が、その辺の考え方をお尋ねしたいと思い

ます。 

 次に、予算書１３３ページのリサイクル

プラザの件でございます。管理棟を建てて

いかれるということで、平成２８年度に設

計をやって、着工して竣工もしていくとい

うようなことでのスケジュールも述べて

いただきました。その関係もあるのですが、

一昨年ですかね、廃プラスチックの中間処

理施設やりますよということで当初予算

を上げて、途中でやめられた経緯があった

かと思うんですが、その辺の再開の関係と

か、今、この中間処理施設の考え方がどう

なっているのかということを確認も含め

てお答え願えたらと思います。 

 予算書の１３５ページの焼却施設精密

機能検査業務委託料の件でございます。先

ほど第三者への委託ということで、クレー

ンだとかポンプであるとか指摘をしても

らうということでご答弁があったかと思

うんですが、この指摘をどう捉えていくか

というのは、お金の件とか必要になってく

るのだろうと思うんですね。今回のこの検

査業務を受けて、今後手を入れていかなけ

ればいけないところ、また補修をしていけ

ば平成４０年まで持ちこたえるというこ

とが出てくるかと思うのですが、その辺の

手を加えていかなければいけない箇所が

出てきたときの対応を、この検査を受けて

の対応をどう考えておられるのかという

のをお尋ねしたいと思います。 

 産業振興課所管の企業立地等促進事業

の件でございます。先ほどご答弁をいただ

きまして、平成２８年度は２２社の３７件

想定しているということでございました。

平成２７年度よりも金額が上がっている

ということもあるのですが、想定もふえて

いるということで、これはいいことだと私

も思うんですね。ただ、その一方で、この

制度は大阪府内もそうなのですが、やって

いる自治体もふえてきているというよう

なことで、企業もどこの自治体の制度がい

いのかということをよく研究してこられ

ると思うんですね。その中で固定資産税の

上限はありますけれども、２分の１という

ことですが、その中で例えばこの制度がな

いときに、例えば１０社が摂津市に入って

こられたとすれば、固定資産税が１００％、

１０社分が丸々入ってくるのですが、それ

が２分の１になると固定資産税も半分に

なってしまうというようなこともあって、
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歳入面での固定資産税との比較なり、この

制度を使ったからといって企業が新たに

これだけふえてきたとか、そういう一つの

統計をこれからとっていくべきなんだろ

うと私は思うんですね。この制度のメリッ

トというものを数字的にも出していくべ

きなんだろうと思うので、この辺はしっか

りとデータをとっていただいて、こういう

制度があったからこそ摂津市はこれだけ

ふえてきたということを何か残せるよう

なものを検討していっていただければと

思いますので、これは要望としておきます。

よろしくお願いをいたします。 

 議案第１号は以上で、今度は第９号の件

でございます。社会福祉費の負担金の件で、

減額補正になったということでございま

した。これが平成２９年度からはこの項目

はなしになるんだろうと思うので、これか

らもしっかり介護の面に取り組んでいた

だければと思います。これは要望としてお

きます。 

 もう一つの防犯灯の保守点検のことで

ございます。入札差金だったということで

ありましたので、これからしっかりと、大

阪もそうなのですが全国的にも防犯の取

り組みが話題になってきてますので、これ

から防犯灯の申請、設置も５月、６月から

ということで、自治会からもされていくと

思いますので、その辺もしっかりと防犯灯

が一つでも地域の要望に応えられるよう

に、少しでも入札差金を上げていただいて、

この設置の箇所をふやしていけるような

取り組みをお願いしたいと思いますので、

よろしくお願いをいたします。これは要望

としておきます。 

○上村高義委員長 早川課長。 

○早川自治振興課長 フォルテの使用料

についてのお問いにお答えさせていただ

きます。 

 現在、利用者に適正な負担を求め、受益

と負担の適正化を図ることを目的とした

摂津市使用料・手数料等の見直しに関する

基本方針を策定されております。それによ

り全庁的な使用料の見直しが検討されて

おりますので、この方針に基づいて市民ル

ームの使用料の見直しを検討してまいり

ます。 

○上村高義委員長 川本課長。 

○川本市民課長 それでは、市民サービス

コーナーの件でございます。先ほど、コン

ビニ交付がふえれば市民サービスコーナ

ーの利用者が減るのではないかというお

話がございました。コンビニ交付に限らず、

今後マイナンバーの番号利用が進めば、住

民票の提出を求められるケースが少なく

なり、住民票の交付自体が減ってくるもの

と思われます。 

市民サービスコーナー管理委託料の考

え方ということでございましたが、こちら

は、千里丘サービスコーナーと南摂津サー

ビスコーナーの施設の管理委託料となっ

ております。内容としましては、機械警備、

それから清掃業務、自動ドアの点検でござ

います。利用者の減少関係なしに一定金額

が発生するものだと思いますので、これに

つきましては、利用者が減っても、一定金

額はかかってくるものと思います。 

○上村高義委員長 丹羽課長。 

○丹羽保健福祉課長 保健福祉課にかか

わります地域福祉計画推進協議会のあり

方についてというお問いについて答弁さ

せていただきたいと思います。 

 地域福祉計画につきましては、全ての市

民が主役でございます。そして、行政がそ

の支援を行わせていただくことによって

推進していく計画ということを考えてお
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ります。 

 ただいま第３期の地域福祉計画を策定

しております。策定に当たってはアンケー

ト調査等も実施してまいりましたが、都度

この協議会に報告する中で、地域福祉懇談

会につきましても５つの中学校区、あと旧

小学校区が１２ですけれども、ここで地域

福祉懇談会を開催させていただき、多数の

市民の参加をいただきまして、その声を協

議会に届けてまいったところでございま

す。特に地域福祉懇談会の意見につきまし

ては、非常に協議会でも重宝されておりま

して、次年度についても、平成２８年度も

引き続き、計画を策定するわけではござい

ませんけれども、地域福祉懇談会をやって

いくようにということでもご提言をいた

だきました。このように協議会のほうから

は政策の提言という形まではいきません

が、地域福祉を推進する施策について既に

ご提案をいただいているところでござい

ますし、次年度におきましても引き続き地

域福祉懇談会を開催していき、その意見を

協議会に届けて市民の声を生かした施策

をご提案いただきたいと考えております

ので、事前に懇談会等を行って、協議会の

内容も充実させてまいりたいと考えてお

ります。 

○上村高義委員長 川口参事。 

○川口保健福祉課参事 私のほうから２

点についてお答えさせていただきます。 

 １点目、健診の案内をメールで送ること

についての考え方についてです。今現在、

健診案内等の通知には、健診にもよります

が問診票を同封していましたり、あるいは

健康に関する啓発チラシを同封したり、ま

たクーポン券を同封したりといった形で、

健診の日時だけで済まないような内容も

盛り込んだ通知となっていますことと、ま

たシステム自体が現在は個人のメールア

ドレスを管理するという、そういう体制に

もなっていない。また、システムの中には

家庭訪問や個人の健康に関することなど、

プライバシーの固まりであるといった点

から、現時点では、なかなか電子メールで

の案内というのはハードルが高いかと思

っていますが、ＩＴ化ということで世の中

が進んで、そういうことが主流になってま

いりました折には、そういった案内につい

ても考えていく必要があるのかと思って

おります。現時点で何か具体的な考えがあ

るかと言われると、持ち合わせていないと

いうのが現状となります。 

 ２点目の所有者不明猫の避妊・去勢の助

成制度につきまして、予算額が年度内でオ

ーバーしてしまった場合の考え方につい

てです。上限額５，０００円で５０頭とい

うことで２８年度は予算を計上しており

ます。継続的に２８年度、２９年度と実施

をしていく事業と考えておりますので、そ

のあたりは２８年度の予算額に達した時

期が４月、５月なのか、年度末なのかとい

った動向も含めまして、予算額に達した時

点で必要があれば検討をしていきたいと

考えています。 

○上村高義委員長 鈴木参事。 

○鈴木保健福祉部参事 それでは、ライフ

サポーターに係ります７５歳対象者の設

定の考えについてご答弁申し上げます。 

 訪問対象者の高齢者といたしましては、

医療や介護保険などの利用がふえます７

５歳以上の高齢者といたしまして、その抽

出方法は介護保険システムをデータベー

スと設定し、７５歳以上の方のデータを抽

出し活用します。スタート時には７５歳以

上の方の全データを取り込み、個人ファイ

ルを作成します。次に、月ごとに７５歳到
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達者と７５歳以上の転入者などを取り込

み、個人ファイルを作成します。一方、７

５歳以上の方の死亡や転出者のデータを

取り込み、個人ファイルを削除いたします。

このような月次処理を行い、データの維持

に努めます。また、データの使用につきま

しては、保有個人情報目的外利用申請書等

の届け出をしまして、個人情報の管理と保

護に努めてまいります。 

○上村高義委員長 東澗参事。 

○東澗保健福祉部参事 医療扶助の抑制

についてお答えいたします。 

 委員がご指摘のとおり、扶助費の全体の

約半分弱が医療扶助となっております。今

日の高齢化が進む中では、医療扶助の増加

は大きな問題と考えております。また、市

財政にとっても大きな負担となっており

ます。医療扶助の適正化につきましては、

従前よりレセプト点検や後発医薬品の使

用促進などを進めておりますが、あわせて

予防医療についても力を入れていく必要

があると考えております。 

 委員がご提案のデータヘルスの活用に

ついてでございますが、現在、国民健康保

険でデータヘルス計画の委託をされてお

りますので、生活支援課といたしましても、

その報告書をもとに糖尿病や高血圧など

の生活習慣病の重症化のハイリスクにあ

る被保護者に対しまして、電子レセプト管

理システムから抽出して対象となる被保

護者の受診動向を把握した中、保健福祉課

の保健師にご協力をいただいて個別の保

健指導を展開していきたいと考えており

ます。また、医療費の抑制につきましては、

やはり予防医療が重要と考えております

ので、被保護者に対しましては、各種健康

診断の受診の働きかけを積極的に進めて

いきたいと考えております。 

 最後に、少し一歩踏み込んだ答弁をさせ

てもらいますが、生活保護受給者の増加は

経済的な困窮がやはり要因となっており

ますが、そのもとには病気で働けないとか、

医療費の負担が大きいなどが多くを占め

ております。予防医療は病気を未然に防ぐ

ということから考えて重要なことである

と考えておりますので、現在、国保で進め

ているデータヘルス計画をもとにした医

療費適正化推進事業や健康せっつ２１、摂

津市保健福祉総合ビジョンのもとに部全

体として取り組んでおりますが、これは部

だけではなく市全体として市民に取り組

んでいかなければならない問題であるよ

うに考えております。 

○上村高義委員長 豊田次長。 

○豊田生活環境部次長 それでは、私から

村上委員の２回目のご質問にお答えした

いと思います。 

 廃プラスチックの中間処理施設の計画

でございますけれども、これについても大

変重要な施設で必要なものだと考えてお

ります。ただ、今現在、摂津市のごみ処理

の優先順位の中では、一番優先されるのが

炉の延命化ということで考えております。

その中で、まず燃やすごみを入れて安定的

に焼却することが炉にとって大切である

ということを考えております。その中で、

プラスチックについては資源化するので

はなく焼却させていただいて、炉の安定的

な焼却に努めたいということを検討させ

ていただいております。その中で、廃プラ

スチックの中間処理施設についても、今後

におきましても国の動向を見ながら中期

的な視点で検討していきたいと思ってお

ります。 

○上村高義委員長 森川センター長。 

○森川環境センター長 焼却施設精密機
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能検査を受けて、その後の対応をどう考え

ているのかについてのご質問にお答えい

たします。 

 現在、修繕計画を作成し、保全に努めて

おりますが、その計画では耐用年数と見込

んでおります平成４０年度まで約３０億

の費用が必要と見込んでおります。修繕に

は多額の費用が必要となってまいります。

また、平成２２年度から焼却炉の１炉運転

を実施しておりまして、焼却炉の稼働状況

のほうが大きく変わってきているという

現状もございます。今回、この精密機能検

査によってすぐに補修をしなくても大丈

夫なものも出てくると思いますし、また、

逆に経年劣化が進んでいるものというの

も出てくるかと思います。焼却施設の不具

合によってごみの焼却ができなくなると

いうことがあってはならないことである

と考えておりますので、この検査を受けて

修繕計画の見直しを行って保全に努めて

まいりたいと考えております。 

○上村高義委員長 早川課長。 

○早川自治振興課長 済みません、１点抜

けておりました。防犯カメラのスケジュー

ルについてご答弁させていただきます。 

 この防犯カメラについては、１０台と台

数が限られております。自治連合会につい

ては１２ございますので、各自治連合会に

つけれることはできませんので、まずは４

月に役員会がございますので、その役員会

でお諮りしたいと考えております。その後、

設置箇所等も協議していきたいと考えて

おります。 

○上村高義委員長 村上委員。 

○村上英明委員 それでは、３回目という

ことでございまして、初めにフォルテの件

でございます。確かにこの使用料の検討を

これからやっていくということでありま

すし、行革の絡みということもありますの

で、なかなか使用料の削減という方向には

少し目を向けていないということだった

のかと思うんですけれども。やはり、千里

丘駅前という立地を考えていくと、２回目

で言いましたように、利用回数をふやして

いけるようなそういう施策というのもし

っかりと考えていかなければいけないの

かと思うので、それが正雀駅前と比較する

ということではないんですけれども、しっ

かりと利用回数を上げていくということ

が大切なことだと思うので、またしっかり

と使用料の関係を検討していっていただ

ければと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

 防犯カメラの件ですね。役員会で諮って

いくということでございましたので、しっ

かりと有効な活用をやっていくような方

向で検討をお願いしたいと思います。 

 市民サービスコーナーの件でございま

すけれども、午前中の質疑の中で、２９年

度から市民サービスコーナーは廃止とい

うことも言われておられました。個人番号

カードの普及ということが一つのキーワ

ードになってきているのかと思うのです

が、ここで改めて個人番号カードは国の目

標で平成２８年度で２５％の復旧という

ことで考えておられるということで、摂津

市もここまでたとえいったとしても、４人

に１人しかこのカードを持っておられな

いということは、４分の３の方は何かがあ

れば市役所まで来なければいけないとい

うことになってくるのかと思うので、改め

てなのですが、このカードの普及率の関係

と市民サービスコーナーの廃止の関係を

どう考えておられるのか、ご答弁をお願い

したいと思います。 

 地域福祉計画の件でございます。地域福
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祉計画の中にも、老人会の会員を少し右肩

下がりではあるけれども将来的にはふや

していきますよ、今の人数にたしか１，０

００人ぐらいふやすような平成３２年度

の目標値を持っておられると思いますの

で、そういう一つの目標値を述べましたけ

れども、ほかのことも含めて、やはり先ほ

ど言われておりました、地域福祉懇談会と

の対話をやっていくということを言われ

ておりましたので、やはり地域の中に出て

いって顔を合わせて意見を交換するとい

うことが、協働のまちづくりの根底にある

のではないのかと思うので、その辺も含め

て、地域福祉懇談会の内容をこの協議会に

出していくというようなことも言われて

おられましたので、そういう意見をどう地

域福祉計画達成のためにやっていくかと

いうこともこの協議会の中で議論してい

ただくような形でしていっていただきた

いと思いますし、また活動するにはやっぱ

りお金がどうしても必要となりますので、

財政的な支援もどういうことでやってい

けば地域福祉計画の目標が達成できるの

かというところも含めてしっかりと議論

していっていただけるような、そういう協

議会にしてほしいということで、これは希

望として述べさせていただきたいと思い

ます。よろしくお願いをいたします。 

 健康管理システム利用料の関係でござ

います。これからどういう通知といいます

か案内というか、メールならできるかと思

うんですけれども、メール配信をしたほう

が、後でどこかで見るときにも、例えばこ

の案内きてたよねというのが脳裏に浮か

んだときに見れるというのが一つメリッ

トがあるのかと思うので、そういう点でこ

れから少しでもメール配信ができるよう

なことも含めて、しっかりと前へ進めるよ

うなことでこれは検討していっていただ

ければと思いますので、これは要望として

おきます。 

 所有者不明猫の件でございます。どこで

５０頭に到達するかというのがあるかと

思うので、これが本当に４月、５月なのか、

夏以降になるかというのもあるかと思う

のですが、予算がいっぱいになったから終

わりですよということではなく、次年度以

降のこともあるので、その辺でまたしっか

りと対応できるような予算編成を、これか

ら補正することも、なきにしもあらずなの

で、考えていってほしいということで要望

とさせていただきます。 

 ライフサポーターの件でございます。先

ほど全データは、１０月に１回目は抽出し

てということで、その後は月単位で抽出を

して、転入があった方とか、転出があった

方とか、またお亡くなりになられた方とか、

その辺はデータをしっかりとやっていく

ということであったかと思うので、これか

ら７５歳以上の方は人数が減るというこ

とはまずないということで、例えば第３期

の地域福祉計画の中でも、安否確認件数は

平成３２年ですかね、１万３，０００件と

いう数字を書いておられましたので、本当

にこれはかなり大きな数字なのかと思う

ので、そうなってくると今度５名ではどう

かというところがまた出てくるので、また

ライフサポーターの人数とかをふやして

いくようなことも考えていかなければい

けないような人数になったときには、しっ

かりとした対応ができるようにお願いを

したいと思います。このときに、詐欺のこ

ととかいろいろと言われているこの昨今

ですので、訪問の際には、しっかりと身分

証を提示、今もしておられると思うのです

が、間違えられないようなそういう対応の
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仕方というのですかね、身分証明書を必ず

持っていくとか、１回目は、民生委員と一

緒に行っていただくとか、対応もしっかり

と考えていきながら、少しでも全員に会っ

ていけるように、知恵を働かせていただい

て、しっかりと充実するようにお願いした

いと思います。 

 生活支援課のデータヘルスの関係でご

ざいます。医療費を削減していくというこ

とは本当に大切なことだと思うし、先ほど

述べられておられたように、病気やけがで

働けないからということで申請に来られ

る方もおられると思うので、やはり根底に

は健康ということをしっかりとしていた

だいて、それが改善すれば自立できる方も

おられると思いますので、そういう面では

しっかりとデータヘルス的なものを使っ

ていただいて、分析をしていただいて、ど

こに手を入れればいいのかということを

またしっかりと検討していただければと

思います。そういうことをやっていくには、

やはり人というのがどうしても関係して

くると思うんですね。今でも１人１１０数

名の方を見ておられるという状況なので、

これを標準からすれば、３０名か４０名ぐ

らい多いということになっていると思う

んです。今の職員体制を見て、もしこれを

７０数名の標準に戻すために、職員数で単

純に割っていこうとすれば、５名なり６名

の職員をふやさなければいけないという

ことだと思うので、人事の話というのはこ

こでできないと思うのですが、人の削減と

いうこともあるので、人事面も含めて副市

長からご答弁をお願いできたらと思いま

す。 

 リサイクルプラザの件でございます。焼

却施設精密機能検査の件で、炉の延命とか

そういうことを含めてですけれども、この

間、廃プラの分別をやりかけていたのにと

いうことも頭の隅にはあります。それをま

た一緒にするのというのがあるので、ごみ

を出す側からすれば戸惑いとか、これは出

してもいいのか、出したら悪いのかとか、

これは燃えるごみなのか、燃えないごみな

のかということが、しっかりと市民一人一

人にわかっていただくということが本当

に大切なことだと思うので、自治会に加入

されている方ならば、自治会配付なり回覧

なりでお知らせすることができると思う

のですが、自治会に入っておられない方は

市の広報なりホームページなり、個別で情

報収集をしていかなければいけないとい

う面が出てくると思うので、それが市民全

体にしっかりと行き渡るように、ごみを出

すときにこれは出したらあかんごみとか、

地域でもめることのないように、しっかり

と周知をお願いしたいと思いますので、こ

れは要望としておきます。 

○上村高義委員長 川本課長。 

○川本市民課長 それでは、市民サービス

コーナー廃止とマイナンバーカードの普

及率との関係ということでございます。コ

ンビニ交付を利用するには、マイナンバー

カードが必要となってくることから、市民

サービスコーナーを廃止するに当たりま

しては、マイナンバーカードの普及率とい

うものは見てまいります。ただ、普及率が

何パーセントいったから廃止するとかし

ないとかという設定はしておりません。マ

イナンバーカードの普及につきましては、

国のほうでもＣＭとか広告とかで広報、周

知を図っているところでございます。市と

いたしましても、広報紙とかでマイナンバ

ーカードの取得促進の記事とかを掲載し

てまいりたいと思っておりますし、場合に

よってはチラシ等も作成しまして、市民へ
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の周知を図ってまいりたいと思っており

ます。できる限り周知を図りまして、皆様

に取得をお願いしたいと思っております。 

○上村高義委員長 副市長。 

○小野副市長 今、堤部長から、現在ケー

スワーカーが４名不足ですというメモが

回ってきました。ちょうど人事異動の準備

段階ですので、私のほうにはありとあらゆ

るものが入ってきてます。基本的には限ら

れた人材の中で、人が欲しい、人が欲しい

の大合唱です。それで、今後のことですけ

れども、確かに人員削減の圧力はいろいろ

聞いております。ただ、大きくは摂津がこ

れから生きていくときに３つ問題があり

まして、やはり公債費の償還圧力をどう見

るかということが一つあります。それで、

人件費の圧力もあります。これは、人手が

多く欲しいというのだったら給料を下げ

たらいいじゃないかという考え方を私は

持っているんですよ。摂津市の予算規模の

中で人件費はどれぐらいが一番適正なの

かということですね。だから、人が欲しい

のであれば給料は抑えざるを得ないんで

すね。それから、給料が要るということで

あれば人は減らすと。それで、人件費の問

題はご存じのように、平成１０年あたりは、

一般会計で６３億円ぐらいありました。今

現在は３５億円ですから、約２８億円を圧

縮しました。これは相当の非常勤職員を入

れておりますから、議会で言われる不安定

就労をふやしているのではないかという

議論にもつながるのですが、どちらにして

もこれを下げてきた。ところが、扶助費の

圧力は、平成１０年は３０億円だったもの

が今現在は９３億円になってますから、約

６３億円伸びてます。これは一般財源であ

りませんから、国の生活保護みたいに、国

費との関係がありますから。ただ、こうい

うことがまだ下げ止まりませんので、今現

在、人のほうで言われているのはまちづく

り、すなわち連続立体交差事業。それから、

今まで持っていた公共施設の適正管理。こ

れも人が欲しいと言われてます。それから、

空き家対策、これもつい最近まで振り合い

でした、この業務をどこでやるかというこ

とを。これは大変な業務です。権利の問題

とかありますから、やりはじめたら、すご

い仕事があります。それから、生活保護、

介護、健康、ありとあらゆるものがありま

す。したがって、私は、保育所にしろ、現

場にしろ、民でできるものはやはり民でや

ってもらわないと、これはとてもじゃない

けど市はもたないということであります。

しかし、摂津市が人事で頑張って職員数を

下げてきたかといいますと、これは競争み

たいにほかの市も頑張っているんですよ。

だから、摂津市の人員削減問題は府内では

真ん中よりもう少し下かもわかりません。

今、人員問題は他市も生き残りをかけてや

っているのは間違いございませんので、正

職員でやるものは何なのかということを

いま一度整理しないと、これはなかなか摂

津市としては厳しいと思ってますので、や

っぱり私は選択と集中と思っています。そ

こで一つ言えることは、今回の行革項目は

日本共産党の代表質問でも相当頑張った

という評価を受けておりますけれども、そ

れで、これからやはり命にかかわる施策と

か、安心・安全施策とか、社会的弱者の問

題とか、これらの問題というのは行政の行

政であるゆえんでありますから、それ以外

の、いわゆる命にかかわる施策とか安心・

安全にかかわらない部分は、一定の整理を

しないともたないのではないかと思って

います。例えばイベントであります。摂津

市にはイベントが１６８あります。これも
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データは整っております。ここにかかわっ

ている時間内勤務と時間外勤務のボリュ

ームは、すごいものがあります。そうした

ら、イベントはやはり市の活気とか協働と

かいうことで大切なんですが、このままで

いくと通常業務が回らないと私は見てお

ります。したがって、今後やるのであれば、

２８年度から、イベント問題をきちんと整

理をして、例えば、総合計画に基づく必要

なイベント。そういうものをきれいに整理

してみて、統合するものは統合するという

ことでやらないと、これの述べ日数は約２

７０日やっており、３６５日で約７５％は

どこかでイベントがあるという状況であ

ります。それは議員も皆さん参加しておら

れますからよくご存じと思いますが、何を

見直すかということを、これは提案させて

もらって、そこで人員問題がはっきりと見

えてくると私は思っています。そこをやっ

ぱり私は、副市長として解放してやらない

と本来業務まで影響してると、私はそうい

つもそう言っておりますので。今、村上委

員がおっしゃったように、きょうの議論の

中でもほかは申し上げません。これで、部

長会で私がまた言わなければならないこ

とがたくさん出たと。私の発言は部長会記

録には載りません。載せないようにしてお

りますけれども、相当言わないといけない

ことがたくさん出たなと。この問題も一つ

そうでございましたので、具体的には申し

上げられませんが、そういうものを一度整

理して、議会のほうにご提案をしないと、

この人員問題は今言いましたように、現在

ケースワーカーが４名不足と言われて、こ

れは事実なんですよ、この問題から考えた

ら。だから、そういうことを言うのであれ

ば、どこかで市民の皆さんにも辛抱をお願

いしなければならないということは、頭の

中には入っているんですけれども整理を

させてもらって、また別の機会にお示しも

させてもらって、議員各位の意見も聞きた

いと思っております。 

○上村高義委員長 村上委員。 

○村上英明委員 最後は、要望だけですが、

個人番号カードですね、しっかりと普及し

ていただけるように。この２月からコンビ

ニ交付がはじまりますという回覧があっ

たかと思うので、そういうことも含めて個

人番号カードをしっかりと普及をしてい

くということが一番大切なことだと思う

ので、その辺しっかりと目を向けて取り組

んでいっていただければと思います。 

 先ほどの人事面でもございました。やは

り、福祉というのは、業務的にも複雑にな

ってきてるし、対象者がふえてきてるとい

うこともあるので、やはり人事面というの

は本当に大切なことなのではないのかと

思いますし、イベント関係でも言っておら

れましたけれども、やはり職員の方が土曜

日、日曜日には出て、それで平日には代休

をとるというのが平日の勤務にも影響を

してくるとか、そういうこともあるので、

私も民でできることは民でするというこ

とで、市民に影響をきたさないようなこと

であれば、その辺も進めていくということ

も大切なことだろうと思うので、しっかり

と人事面に取り組んでいっていただけれ

ばと思いますので、よろしくお願いをいた

します。 

○上村高義委員長 村上委員の質問は終

わりました。 

 暫時休憩します。 

（午後３時２１分 休憩） 

（午後３時４３分 再開） 

○上村高義委員長 再開します。 

 森西委員。 
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○森西正委員 それでは、予算概要で質問

を進めさせていただきたいと思います。 

 まず、２０ページ、国際交流事業ですけ

れども、これは昨年と比べて予算がふえて

いますけれども、本市が本年度５０周年を

迎えます。そこで、バンダバーグ、そして

前のページに中国蚌阜市友好交流事業が

ありますけれども、この交流はどのように

なっているのかお聞きしたいと思います。 

 続いて、２８ページ、市民活動支援事業

の市制施行５０周年企画事業補助金１０

０万円となっていますが、これは募集をか

けられて、締め切られたと思うんですけれ

ども、具体的な中身を教えていただきたい

と思います。 

 続いて、コミュニティセンター事業です

けれども、先ほどから市民サービスコーナ

ーの話がありましたが、集会所も中に入る

ということになっていますが、他の集会所

は一つの集会所、一つの建物で、管理者が

鍵の開け閉めを自由にといいますか、夜中

でも早朝でもできる形になっていますけ

れども、その点はどうなるのか教えていた

だきたいと思います。 

 続いて、３４ページ、コンビニ交付事業

ですけれども、２月１日から昨日まで２５

件のコンビニ交付があったという答弁が

ありましたけれども、これを現段階でどの

ように評価といいますか、考えているのか

お聞かせいただきたいと思います。 

 続いて、３４ページの個人番号カード交

付事業ですけれども、国のほうでもさまざ

まなトラブルがあったとお聞かせいただ

いております。その点を市としてどのよう

に考えておられるのか。そして、今まで住

基カードの交付をしていましたけれども、

私自身はあまり住基カードの普及がなさ

れていなかったのかとは思っております。

その点、市としてはどのように考えておら

れるのかお聞きしたいと思います。 

 続いて、４４ページですけれども、社会

福祉法人指導監査事業ですけれども、この

中身を教えていただきたいと思います。 

 同じく、４４ページ、地域福祉活動拠点

整備補助事業ですけれども、これも市政運

営の基本方針の中でも書かれておりまし

て、十三高槻線の上部にデイハウスました

を建てるというような記載がありました。

全体的な建築費の中で市が出す金額はこ

こに書かれていますけれども、全体でどの

程度の金額がかかるのか、大きさとか規模

ですね。どういうものなのか教えていただ

きたいと思います。 

 ４８ページです。ひとり暮らし高齢者等

安全対策事業ですけれども、先ほどもライ

フサポーター、緊急通報装置等の質問があ

り、答弁がありましたけれども、このキッ

トとか緊急通報装置等は、ライフサポータ

ーが必要な方に対してどういうふうに普

及を図っていくのかですね、今まで民生委

員もあわせて、普及といいますか、声をか

けておられましたけれども、その辺の絡み

ですね。要援護者の名簿も現在つくってい

ますけれども、そういう部分もライフサポ

ーターが入っていかれるのか、その点お聞

かせいただきたいと思います。 

 続いて、５４ページです。市立ふれあい

の里運営事業ですが、これは昨年と比べて

予算増になっております。社会福祉法人摂

津宥和会に委託をされていますけれども、

以前と比べて増になっている部分を教え

ていただきたいと思います。 

 続いて、６４ページです。生活保護事業

ですけれども、先ほどからも他の委員から

質問がありましたが、調べさせてもらった

ら、他市ではパチンコの禁止条例とか、パ
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チンコに行かれている方の巡回をされて

いるというような市もあるそうですけれ

ども、以前から、この場でも本会議の中で

も、生活保護の方のギャンブルとかパチン

コについて議論がありました。他市でそう

いう取り組みをされていますけれども、ど

のように考えておられるのかお聞かせい

ただきたいと思います。 

 ７２ページです。斎場管理事業ですけれ

ども、現在の斎場の稼働率といいますか、

どのようになっているのか。本市の住民と

他市の住民の使用料といいますか、その点

の違いですね。あと、他市の方の利用はど

うなっているのかお聞かせいただきたい

と思います。 

 ７２ページですけれども、葬儀会館管理

運営事業ですけれども、最近、葬儀を見て

ますと、メモリアルホール以外の民間の葬

儀会館で家族葬という葬儀が多くなって

きております。その点を市としてはどのよ

うに考えておられるのかお聞かせいただ

きたいと思います。 

 続いて７６ページ、ごみ処理施設維持管

理事業ですけれども、先ほどからも議論が

ありましたが、３０センチ未満を燃やせる

ごみとしてシフトしていくということで

ありますけれども、私が危惧するのが、３

０センチ未満ということでありますけれ

ども、市民が自分の都合のいいように、４

０センチや５０センチやという形になら

ないかどうかというところと、可燃のほう

に今の不燃のものを入れるということで

ありますから、可燃の量がふえてこないの

か。その点、どのように考えておられるの

かお聞かせいただきたいと思います。 

 それと、７８ページ、農業振興費ですけ

れども、昨年よりも少し減の予算になって

おりまして、農業振興という意味からしま

すと、減になっていくとだんだん小さくな

っていくという状況で、担当としてはどの

ようにお考えなのか、お聞かせいただきた

いと思います。 

 ８２ページですけれども、企業立地等促

進事業の件ですけれども、奨励金が増にな

って予算は大きくなっているというのは

理解しているんですけれども、摂津市で、

この企業立地等促進条例ができて、延長す

るという形で進められておりますけれど

も、摂津市が先行したとしても、他市でも

同じように企業立地促進条例に似たよう

な条例がつくられて、摂津市だけが特別と

いうような施策でなくなってきています。

そこで、摂津市がさらに充実した条例をと

いうことで今回出されていますけれども、

これからいきますと、どんどんと他市より

もいい条例をつくっていかなければなら

ないということがありますので、その点、

市としての考えをお聞かせいただきたい

と思います。 

 続いて、８２ページ、南千里丘分室管理

事業ですけれども、先ほどからも議論があ

りましたが、利用とか稼働率ですね、現状

はどうなっているのかをお聞かせいただ

きたいと思います。 

 その下、スクラッチカード発行事業です。

商品券からスクラッチカードということ

でありますけれども、商品券から今までと

違うスクラッチカードになった理由を教

えていただきたいです。なぜ、商品券とい

うことで進もうとしなかったのか。スクラ

ッチカードにかわっているわけですから、

なぜ変更になったのかお聞かせいただき

たいと思います。 

○上村高義委員長 早川課長。 

○早川自治振興課長 それでは、自治振興

課にかかわりますご質問にお答えさせて
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いただきます。 

 まず、中国蚌阜市でございますが、友好

都市締結を１９８４年５月５日に摂津市

と締結されておりますが、国際問題等によ

り、ここ数年来摂はございません。ただ、

ことしが５０周年ということで、今までお

世話になった方等に声をかけさせていた

だいておりますが、現在、来摂予定はない

ということで聞いております。 

 次に、バンダバーグにつきましては、現

在、向こうの担当者と交渉をしておりまし

て、１１月の式典に招待の方向で現在考え

ておりまして、今回予算のほうですが６０

万円を上程させていただいております。 

○上村高義委員長 谷内田課長。 

○谷内田市民活動支援課長 それでは、５

０周年の補助金と、それとコミュニティセ

ンターの集会所機能の２点の質問に対し

てお答えいたします。 

 まず１点目、５０周年記念の補助金です

けれども、議員がおっしゃっていただいて

いますように、もう既に募集させていただ

きまして、予算成立を条件に募集をかけ、

８件申請がございました。８件の申請に対

して、申請額自体は合計１２６万９，７４

０円となっている次第でございます。予算

につきましては、１団体当たり上限２０万

円として、５件の申請を想定しておりまし

たけれども、想定以上に申請があったとい

うふうな状況になっております。 

 ただいま、市民公益活動推進委員会から

の意見も頂戴しながら審査を進めている

状況ですけれども、この中で対象経費にな

らないもの、なるもの、十分に精査させて

いただいて、その結果、対象経費に全て該

当するものになりましたら、予算の１００

万円を超える状況になっておりますので、

これにつきましては、この補助金の趣旨を

考えますと、なるべく全ての団体に交付決

定していきたいと考えておりますので、そ

の他の予算の執行状況も考えながら、何と

か満額支給に決定していきたいと考えて

おる次第です。 

 ２点目のコミュニティセンターの集会

所の使い方、運用についてですけれども、

この別府コミュニティセンターにつきま

しては、公民館機能とともに集会所機能も

継承して一体的な運用を行っていくとい

うことになっておりますので、地元の自治

会の方々も、事前に各室の使用申請をして

いただいて、午前９時から午後１０時まで

の使用が原則となってくると考えておる

ところですけれども、事前に自治会の方々

とも協議させていただいておりまして、や

はり年末の夜警時については１０時以降

もお使いになるということを聞いており

ますので、これに対応するために、１階の

集会室部分につきましては、通常の入り口

とは別にその集会室に直接入れる出入り

口を設計させていただきまして、そういっ

た通常の使用以外のときには、その専用の

出入り口から出入りしていただいて使用

していただくということを考えておりま

して、そういった場合にはその出入り口を

使用していただく方向で考えております。 

○上村高義委員長 川本課長。 

○川本市民課長 それでは、市民課に係り

ますご質問にお答え申し上げます。 

 まず、コンビニ交付の評価ということで

ございますけれども、これにつきましては、

コンビニ交付を利用できるのがマイナン

バーカードを持っている方、これが先ほど

言いましたように１，２５０人でございま

す。そのうちの２５件ということでござい

ますので、２％でございまして、カードを

持っている方が住民票とか印鑑証明が必
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要な場面に出くわすかというところでご

ざいますので、現段階では大体これぐらい

の数字なのかとは思っております。 

 続きまして、カード交付事業におきます

トラブルについてどのように考えている

のかということでございますけれども、カ

ードの交付事務をする際は、Ｊ－ＬＩＳと

オンラインで通信してカードの交付を行

っております。そういった中で、今回シス

テムの不具合がありまして、一定期間とま

ってしまうということがありまして、市民

の皆様にご迷惑をおかけしております。こ

れにつきましては、一刻も早くＪ－ＬＩＳ

にシステムを直していただいて、円滑に交

付できるようにお願いしたいと思ってお

ります。 

 続きまして、住基カードとマイナンバー

カードの比較ということでございます。住

基カードにつきましては、摂津市内、全国

的にもそうですけども、大体５％の普及率

でございました。何に利用できるかといい

ますと、身分証明書になるということと、

コンビニ交付も住基カードから利用でき

る仕組みでした。それから、ｅ－ＴＡＸ、

税の電子申告、これも住基カードの時代か

らできました。マイナンバーカードになり

ますと、これに加えまして、条例の制定と

かは必要ですけれども、図書館のカードに

使ったりだとか、市独自でいろんなシステ

ム、公共施設の予約システムとかいうふう

な利用もシステム的には可能ということ

で、いろんな利用の幅がマイナンバーカー

ドになりましたら広がっていくものと考

えております。 

 続きまして、斎場の稼働率ということで

ございます。斎場の火葬炉が３基ございま

して、ローテーションで１日に５枠の火葬

枠を設けております。これにつきましての

稼働率というのは特に集計はとっていな

いんですけれども、５枠あるうちの大体平

均３枠ぐらいかというところでございま

す。 

 市内と市外の使用料ということでござ

いますけれども、大人の方でございました

ら摂津市民が１万５，０００円のところ、

市外の方は３倍の４万５，０００円となっ

ております。その他の項目につきましても、

市外の方は３倍の料金で設定しておりま

す。 

 他市の利用はどのようなものかという

ことでございますけれども、２６年度の実

績でございますけれども、斎場利用の約８

４％が市内の方で、それ以外の１６％は市

外の方が利用されております。 

 続きまして、葬儀の関係で、民間の家族

葬がふえていることについてということ

でございます。近年、時代の流れといいま

すか、簡素なお葬式、家族葬が主流になり

つつあります。また、近隣にも民間の葬儀

会館ができております。これにつきまして

は、民間でも安い料金で良質な葬儀が行え

るということでございますので、市民にと

っては選択肢がふえて、良いことかと考え

ております。 

○上村高義委員長 丹羽課長。 

○丹羽保健福祉課長 保健福祉課にかか

わります２点のご質問にお答えしたいと

思います。 

 まず１点目、社会福祉法人の指導監査事

業の事業内容についてというお問いにつ

いてでございます。本事業につきましては、

平成２５年４月から法改正に伴い、社会福

祉法人の法人本部の指導監査業務を府か

ら市に権限移譲を受けたものでございま

す。主な業務といたしましては、現地での

指導監査、法人の定款変更等の許認可、法



- 57 - 

 

改正通知等の周知などでございます。現在、

平成２８年３月時点で、所管の法人は市内

で６法人ということになってございます。 

 もう１点、地域福祉活動拠点整備補助事

業についてでございます。今回、十三・高

槻線のアンダーパス上部に計画しており

ますデイハウスました建て替え部分の広

さについてのお問いだったかと思います。

既存のデイハウスの面積２００平米前後

でございます。それともう一つ、第１集会

所を撤去して合築ということになります

ので、１階部分５０平米程度。今回、建物

計画しておりますのは、全体で２６１平米

で計画を進めております。 

 費用についてご説明させていただきま

す。直接の工事費でございますけれども、

建物建設工事費が約８，２００万円。外構

工事が１，１００万円。外に倉庫を設ける

予定にしてございまして、これが２００万

円。その横に広場もあわせて整備する予定

になってございまして、これが９００万円。

デイハウスましたと第１集会所の解体工

事もこの費用の中に入れておりまして、約

７００万円ということで、合計いたしまし

て約１億１，２００万円という形になって

ございます。 

○上村高義委員長 鈴木参事。 

○鈴木保健福祉部参事 それでは、ひとり

暮らし高齢者等安全対策事業におきます

ひとり暮らし高齢者の活動におけるライ

フサポーター等のかかわりという点でご

答弁申し上げさせてもらいます。 

 ひとり暮らし高齢者の登録におきまし

ては、地域の民生児童委員の協力を受けな

がら、登録の推進と加入の啓発にもご尽力

いただいている状況であります。登録をさ

れますと、冷蔵庫などに保管しておく緊急

医療情報キットをお渡しし、また、別途ラ

イフサポーターによる訪問を加え、ひとり

暮らしの方の見守りに取り組んでいると

ころでございます。 

 一方で、病弱な方につきましては、緊急

通報装置の設置申請などにおきましても、

民生児童委員やライフサポーター、また、

介護保険制度利用者におきましては、ケア

マネジャーなどが対応していただいてい

る状況であります。 

 今後ライフサポーターを５名に増員し

まして、７５歳以上の対象者を回るという

観点から、災害時にいわゆる要援護者等の

方もおられますので、この点も踏まえなが

ら、できるだけいろんな角度から、情報提

供も冊子を配るなどしまして、いろいろな

制度を周知し、その方に合った制度を使っ

ていただけるように取り組んでまいりた

いと考えます。 

○上村高義委員長 吉田課長。 

○吉田障害福祉課長 それでは、市立ふれ

あいの里の運営事業委託料の増額のこと

に関してご答弁させていただきます。 

 市立ふれあいの里に関しましては、この

平成２７年４月に社会福祉法人摂津宥和

会ということで２法人が法人合併をして

おりまして、社会福祉法人宥和会と社会福

祉法人摂津市社会福祉事業団が合併をし

ております。 

 ふれあいの里は社会福祉事業団がさせ

ていただいていたのですが、合併に伴って

一部人事異動等は行っておるんですけれ

ど、一度に変えるということは難しいので、

主に以前の職員でございます。合併の主な

課題として年齢構成の問題や、福祉サービ

ス等の継承等がありましたので、この合併

によって一定そういうことを解消してい

けるのではないのかということを念頭に

置いて順次進めておるんですが、社会福祉
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事業団のほうが年齢構成が高いこともあ

りまして、人件費の関係とか、非常勤の方

もそれなりにおられたので、給料を全体の

合併に伴って見直しは行ったんですけれ

ども、一部非常勤の方を正職化させていた

だいた分がございます。 

 あと、この２８年度に向けては、当然利

用者の方もふえているということで、正職

というわけではないのですけれど、臨職の

方をつけさせていただいたりした状況で

す。 

 あとは、法人の指定管理外からの異動の

関係で、年齢などにより人件費の差額があ

るので、そこでふえている分など、そうい

う数点の内容が増額の理由となっており

ます。 

○上村高義委員長 東澗参事。 

○東澗保健福祉部参事 生活保護受給中

にパチンコやギャンブルをすることにつ

いての本市の考え方についてお答えいた

します。 

 委員ご指摘のとおり、他市におきまして

は、条例化していることについては聞き及

んでおります。本市におきましても、市民

の方からパチンコや飲酒についての通報

もございます。 

 ただ、昼間からお酒を飲んでいるや、パ

チンコをいつもしているなどだけでは不

正受給には該当いたしませんので、社会一

般の常識や道義上好ましくない行為につ

きましては、担当ケースワーカーより、自

立に向けた助言という形で対象者に改善

を促す話をするように努めております。ま

た、生活保護上で不正な行為である場合は

調査を行い、適切な対応に努めております。 

 被保護世帯の方々が保護費のやりくり

の中でお酒を飲むことやパチンコをする

ことについて規制とか指導をしますと、人

権の問題になる場合もございますので、現

段階におきまして条例化までは考えてい

ない状況でございます。 

○上村高義委員長 森川センター長。 

○森川環境センター長 ごみ区分の見直

しによりまして、廃プラスチック３０セン

チというのが４０センチや５０センチと

いう形にどんどん大きくならないかとい

うご質問かと思いますけれども、午前中の

増永委員の答弁時におおむね３０センチ

で、ごみ袋に入る大きさを考えているとい

う答弁をさせていただいております。 

 ３０センチというサイズがなかなかわ

かりにくいというところもあると思いま

すので、４５リットルのごみ袋に入るサイ

ズ、なおかつ袋の口が結べるサイズという

形で考えているところでございます。 

 これにつきましても、今後市民の意見を

聞きながら検討していきたいと考えてお

ります。 

 それから、ごみの見直しによりまして環

境センターに搬入される可燃物の量がふ

えるのではないかというようなお問いだ

ったと思いますけれども、２６年度の実績

ですけれども、燃やせないごみの量としま

して、大体年間２，３００トンございます。

このうち、見直しによりまして、今試算し

ているのは、大体半分の約１，１００トン

が燃やせるごみにシフトすると見込んで

おります。 

 一方、現在、燃やせるごみとして環境セ

ンターに入ってきております剪定枝をリ

サイクルプラザに持っていって、そちらの

ほうでチップ化、腐葉土化、資源化を図る

というのも考えておりまして、２６年度実

績でこの草木類が大体年間２，２００トン

ございます。こちらも大体半分の、先ほど

の約１，１００トンと同様の１，１００ト
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ンがチップ化等により資源化できると考

えておりまして、結果、燃やせるごみの量

としましては変更はないと見込んでおり

ます。 

○上村高義委員長 林局長。 

○林農業委員会事務局長 農業振興費の

昨年から１２万８，０００円の減額に対す

るご質問にお答えいたします。 

 昨年からの減額の理由は、３世代交流の

体験農園が２年過ぎまして、ほぼ整備が終

わりつつあります。そのため、従来の市民

農園設置委託料に金額を増額して、農園整

備委託料を減額したものであります。 

○上村高義委員長 池上参事。 

○池上生活環境部参事 それでは、まず、

企業立地等促進事業についてお答えさせ

ていただきます。 

 他市も企業立地に関する条例施策が多

くありまして、摂津市よりいいところもあ

るんじゃないかということでございます

けれども、他の自治体においても企業誘致

のための施策を行っておられまして、ほと

んどが税の優遇ということになっており

ます。いろんな条件はありますけれども、

結果的に、その企業にとっては摂津市より

も条件がいいというところも当然あろう

かと思います。 

 摂津市におきましても、税の優遇だけで

はなく、面積要件の緩和等、中小企業にも

配慮した内容としているなど、特徴のある

制度になっておるかと思います。 

 しかし、今後ほかにも考えることがない

かということでございますが、税の優遇

云々だけではなくて、やはり摂津市は多く

の企業が集積しているところでもござい

ますので、そういった摂津市という立地環

境ということも含めて、ソフト面で何かイ

ンセンティブを考えられないかというの

は今後の検討課題かと思っております。 

 続きまして、南千里丘分室の稼働率でご

ざいますけれども、先ほども増永委員から

ご指摘がございましたけれども、２７年度

につきましては、私ども産業振興関係のセ

ミナー等で４２回、あと、商工会関係の団

体のセミナー等で１８回の合計６０回使

用しております。この数字だけ見れば、や

はり少ないと、稼働率が悪いと言われても

仕方のないことでございます。 

 今後、その活用としまして、市の主催事

業であります就労支援のセミナーであり

ますとか、創業セミナー、消費者セミナー

等々も南千里丘の産業支援ルームを使っ

て開催していきたいと考えておりますし、

また、市と商工関係の団体等が連携して取

り組むセミナーであるとか、勉強会とか、

そういったことにも活用していきたいと

考えております。 

 続きまして、スクラッチカードになった

理由ということでございますけれども、商

品券につきましては平成２１年から緊急

経済対策ということで始まったわけでご

ざいますが、平成２６年度で一定の役割は

終えたという認識で終了することとなっ

ておりましたが、平成２７年度に、国の地

域住民生活等緊急支援交付金がございま

して、その交付金によって２７年度は実施

したというところでございます。この２７

年度の実施の分につきましては、今までの

市独自で実施しておりましたセッピィ商

品券よりもかなり規模も大きく、大々的に

展開したということであります。 

 ただ次年度は、なぜ商品券じゃなくてス

クラッチカードなんだということでござ

いますけれども、商品券につきましては一

旦終了という考えを持っておりましたが、

５０周年ということもございますので、何
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かできないかということで、いろいろと考

えました。商品券につきましては、今年度

大きく実施しておりますので、それよりも

小さな規模ということであれば、言葉的に

は語弊があるかもしれませんが、少し見劣

りしてしまうのかということもございま

して、商品券と違う何かで、みんなが楽し

めて、消費の喚起等にもなるようなものは

ないかといろいろ考えた結果、スクラッチ

カードということで計画をしております。 

 このスクラッチカードにつきましても、

来年度初めて行うものでありますので、こ

れから関係団体といろいろと計画を練っ

て、実施に向けて進んでいくという段階で

ございます。 

○上村高義委員長 山田次長。 

○山田生活環境部次長 ただいまの池上

参事の答弁の中で、若干補足させていただ

きますと、企業立地促進についての説明で、

税の優遇という表現になっていましたけ

れども、直接的に税を減額・免除するとい

うような方法での企業誘致をされている

ところもありますが、本市を含めて多くの

自治体で実施しているのは直接税の減免

ではなくて、例えば固定資産税の２分の１

相当額であるとかを奨励金として交付す

るというような手法が多くございまして、

そういうことも含めての税の優遇という

表現になっております。 

○上村高義委員長 森西委員。 

○森西正委員 それでは、国際交流事業で

すけれども、バンダバーグ市の方が来られ

るということで、わかりましたので、より

よい５０周年を迎えられますようにお願

いしたいと思います。 

 続いて、市制施行５０周年においての補

助金ですけれども、もう予算を超えておら

れるということでありますけれども、各種

団体は単年度で役員を決められて、もう既

に申請というか、申し込みをされて申請で、

一応締め切られていますけれども、２８年

度になってから新しく役員が決まって、２

８年度の運営をどうしようかという団体

が多くありますので、その点、一度考えて

いただいて、５０周年に向けて各種団体か

ら何らかの補助というのが欲しいという

声があったときに、柔軟な対応を考えてい

ただきますように、よろしくお願いしたい

と思います。 

 続いて、コミュニティセンター事業です

けれども、１階の別のところから出入りが

できるということでありますので、その点

はつくっていただいて、地域の方も喜んで

おられると思いますので、これからも極力

地域の方と話し合いをされて、臨機応変な

対応をしていただきますように、よろしく

お願いしたいと思います。 

 コンビニ交付事業と個人番号のカード

交付事業ですけれども、マイナンバーカー

ドが、想像よりも普及しなかった場合に、

先ほどからもありましたけれども、市民サ

ービスコーナーですね、その点をどうして

いくのか、第５次行革では廃止ということ

では出ておりますけれども、その点、存続

といいますか、状況を見てといいますか、

もしくは、この廃止のスピードを緩めてい

くとか、そういう考えはやはり持つべきで

はないのかと思うんですけれども、その点、

お聞かせいただきたいと思います。 

 社会福祉法人指導監査事業ですけれど

も、市内で６法人ということですけれども、

今回、正雀保育所の件で社会福祉法人が辞

退されて、そのときに、この監査では把握

できなかったのか、その点お聞かせいただ

きたいと思いますし、今回の件が起こって、

担当としては今後どういうふうな対策を
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とっていかなければならないか、その点を

お聞かせいただきたいと思います。 

 地域福祉活動拠点の整備補助事業です

けれども、デイハウスましたですけれども、

１億１，２００万円という、これは市の持

ち出しということですかね。全体ではどの

程度かかって、市のほうはこの１億２，０

００万円がかかっているということだと

思うんですけれども、その点全体でどのく

らいかかっているのか教えていただきた

いと思います。 

 ひとり暮らし高齢者等安全対策事業で

すけれども、ライフサポーターの方がこれ

からさまざまな、臨機応変に対応されてい

くというふうなことでありますけれども、

その点はぜひともよろしくお願いしたい

と、民生委員とか地域の方も含めて協力し

て進めていっていただきたいと思います。 

 市立ふれあいの里の運営事業ですけれ

ども、中身はわかりました。 

 続いて、生活保護の事業ですけれども、

他市でも条例をつくっているところも、巡

回をされているところでも、人権の問題で、

やはり問題になっているところがあると

思います。人権の問題もあると思いますけ

れども、本当に生活のしんどい方は生活扶

助は当然ですが、市民の中から、あえてそ

ういうふうな生活をして、生活保護を受給

されている方ではないかというような声

もありますので、その点に関してはやっぱ

り厳しく調査をしていかなければならな

いのかと思います。そういうことも、他市

ではこういう例があるということを念頭

に置いて、摂津市でもどう進めていくのか

協議を進めていただきたいと思います。 

 続いてですけれども、斎場の管理事業で

すけれども、他市の斎場が修繕をされてい

るときとかは、摂津市のほうに連絡もなく

急に斎場の予約が入るそうです。１日いっ

ぱいになるというような状況があるそう

で、いっぱいになったので、そこの市に問

い合わせると、修繕をするんですとか、し

たんですとか、しているんですということ

です。やはり、事前に連絡をいただきたい

と思いますし、他市の方が先に入って摂津

市の方が燃やせない、斎場を使えないとい

う状況は避けるべきだと思います。反対に

摂津市もそうだと思います。摂津市のほう

で修繕をする場合は他市にお願いするわ

けですから、そのときにはやっぱり依頼を

事前にすべきだと思いますので、その点は

担当のほうも他市の斎場を管理されてい

るところと十分協議をしていただくよう

よろしくお願いしたいと思います。 

 葬儀会館の管理運営事業ですけれども、

先ほど民間の葬儀会社が家族葬を民間の

ホールでということは、市民にとっては選

択できていいことだという答弁でありま

したけれども、メモリアルホールは税金を

投入してつくっている施設でありますか

ら、やはりそれを回収していかなければな

らないと思いますので、使用料を徴収でき

て、それを返済に当てていくというような

ことをしていかなければならないと思い

ますので、やはり摂津市のメモリアルホー

ルは常に利用されるというようなことを

考えていただきたいと思いますのでよろ

しくお願いします。 

 続いて、ごみ処理施設維持管理事業です

けれども、茨木市との広域化を進められて

おられますが、ことしは茨木市も摂津市も

市長選挙がありまして、茨木市は次の市長

がどのような考えを持つのかということ

で、それまでは答えは出せませんというこ

とになろうかと思います。本市も市長が誰

になるのかということで、答えは出せませ
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んということになろうかとは思うんです

よね。その点は、茨木市と摂津市が同じ年

に市長選挙があるのがありがたいことで、

もっとずれていますと、次の市長の動向が

わからんからということで全く前に進ま

ない状況になりますので、ぜひとも秋が終

わった段階では話がまとめれるように進

めていただきたいと思いますし、リサイク

ルプラザもあわせて、茨木市の分別がどう

するのかとかいうようなことによって、リ

サイクルプラザをどう整備していくかと

いうのが今後の課題になってこようかと

思いますので、茨木市の資源を受け入れて

くるのか、そうでないのかによっていろい

ろな問題が生じてくると思いますので、そ

の点はぜひともよろしくお願いしたいと

思います。 

 農業振興費ですけれども、先ほど答弁を

聞かせていただいて数字に関してはわか

りました。前にもここで話をさせてもらっ

たと思うんですけれども、もっと手軽に土

を触るといいますか、市民が土を触って農

作物をつくれるような環境をつくるべき

だと思うんです。なかなか各家庭によって

土地があったりとか、庭があったり、庭が

なかったりということで、さまざまな家庭

環境がありますので、もし庭がない方であ

ればプランターを利用して少しでも野菜

をつくって、自分でつくった野菜を自分で

食べるとかいうような、そういうことを進

めるべきだと思いますので、今、小学校で

も田植え体験ということもされています

けれども、全て小学校で準備されて、ここ

に植えて、それで最後の収穫のときだけ刈

るということで、その間の世話は農家の方

に全てやっていただいているというよう

なことですので、やはり最初から最後まで、

農作物をつくるのはどれだけ大変なこと

かということを子どもたちにも教えてい

かなければならないと思います。今の大人

も、ほとんどの方は知りませんので、そう

いうことをやっぱり市民の方にも知って

いただくような、そういう施策をつくって

いくべきだと思いますので、ぜひとも考え

ていただきたいと思います。 

 次は、南千里丘分室管理事業ですけれど

も、年間６０回ということで、もう少し利

用していただくように、何らかの検討をし

ていただいて、考えていただきますように

よろしくお願いします。私もよく商工会に

行かせてもらうんですけれども、常に閉ま

った状態ですので、やはりあいている状態

が多くなるようにお願いしたいと思いま

す。 

 スクラッチカードですけれども、今まで

商品券をされており、各商店の方も、今ま

では流れができていて、こう進めば円滑に

進むんだと思っているところがあると思

うんですね。スクラッチカードが急に来て、

これをどうしたらいいのかということで

戸惑う商店の方もたくさんおられると思

いますので、その点はＰＲ、周知徹底をし

ていただいて、せっかくの５０周年事業で

すから、後で言われないように、ぜひとも

よろしくお願いしたいと思います。 

 企業立地等促進事業で、他市も同じよう

に優遇をしているので、それ以上のものを

ということでありますけれども、例えば、

テナントビルを建設するのに、企業立地奨

励金を使っていただくとか、そういうこと

も考えていくべきだと思うんです。例えば、

駅前のビルを建てたときに、それが企業立

地奨励金をということになれば、ビルの中

に、本社に入っていただくとか、そういう

ことも出てくるのではないかと思います

ので、今のこの条件の中でできるのかどう
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かというのは少しわからないですけれど

も、そういうこともどんどん入っていただ

くように考えていくべきなのかと思いま

す。 

○上村高義委員長 川本課長。 

○川本市民課長 マイナンバーカードが

普及しなかった場合、サービスコーナーの

廃止はどうするのかということでござい

ます。 

 先ほども申しましたように、コンビニ交

付とマイナンバーの番号利用によりまし

て、今後、住民票の交付というのは減って

くるものと思われます。 

 そういった中で、市民サービスコーナー

事業としまして、予算で２，３００万円ほ

ど計上しております。もちろんカードの普

及率も見ていかなければだめですけれど

も、一方で、我々としましては、行政のス

リム化、行政事務の効率化というものを考

えなければなりません。今後、サービスコ

ーナーの利用が減っていく中で、２，３０

０万円の予算を計上するということも考

えていかなければなりませんので、我々と

しましては、今のところは、できる限りカ

ードを普及させるためにＰＲを図ってま

いりたいと考えております。 

○上村高義委員長 丹羽課長。 

○丹羽保健福祉課長 それでは、保健福祉

課にかかわりますご質問にお答えしたい

と思います。 

 社会福祉法人の指導を所管している中

で、今回、正雀保育所を辞退された理由を

把握していなかったのかという問いでご

ざいますが、この件につきましては、２月

１日に法人から本市のほうに報告がござ

いました。 

 内容といたしましては、前理事長の不適

切な経理について申し出があり、この事態

を把握したところでございます。 

 この報告を受けまして、２月３日に監査

を所管しております大阪府と合同で随時

監査を行い、現在も継続して監査を実施し

ているところでございます。 

 指導内容としましては、内部調査委員会、

あと、第三者委員会等の設置、あと、不適

切な経理の全容解明、原因究明、再発防止

などを指導してまいっているところでご

ざいます。 

 今後も、監査の立場として、これらのこ

とが遅滞なく誠実に実行されるよう、厳正

に対応してまいりたいと考えるとともに、

市民のサービスの利用に支障が生じない

よう指導助言を行ってまいりたいと考え

ております。 

 続きまして、地域福祉活動拠点整備補助

事業の建物に対する市の負担ということ

で、どれぐらいかという問いだったかと思

いますけれども、建物につきましては、先

ほどご答弁させていただいております８，

２００万円程度でございます。 

 地域福祉活動拠点と集会所のスペース

ということで考えておりまして、地域福祉

活動拠点については、今までも社会福祉協

議会に一定のご負担をいただいて設置し

た経過がございます。今回も、一部負担を

していただくことを想定してございます。 

 現在、大体２，０００万円から２，５０

０万円ぐらいの負担を、社会福祉協議会の

ほうにお願いしてということになります

ので、建物全体としますと８，２００万円、

そこから社会福祉協議会に一部２，０００

万円から２，５００万円。これは最終的に

は金額が決まると思うんですけれども、ご

負担いただきたいということで考えてご

ざいます。 

○上村高義委員長 森西委員。 
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○森西正委員 そしたら、マイナンバーカ

ードとサービスコーナーの件に関しては、

マイナンバーカードを普及させてという

ことは担当としては当然だと思いますの

で、思っているようにならなかったことも

想定に入れて、考えていただきたいと思い

ますので、よろしくお願いをいたします。 

 社会福祉法人の指導監査事業ですけれ

ども、法人が幾つもの施設を持っておられ

ますので、市民が迷惑を被らないように、

安定した法人運営をできるようにその点

は指導をしていただきますようにお願い

したいと思います。何よりも市民の皆さん

が迷惑を被らないように、それだけは重々

お願いしたいと思っております。 

 それで、地域福祉活動拠点の整備補助事

業ですけれども、社会福祉協議会も２，０

００万円から２，５００万円の負担という

ことでありますので、よりよい施設ができ

ますように、よろしくお願いしたいと思い

まして、以上で質問を終わりたいと思いま

す。 

○上村高義委員長 森西委員の質問は終

わりました。 

 嶋野委員。 

○嶋野浩一朗委員 私からは３点だけ質

問をさせていただきたいと思います。 

 まず、１点目は、概要で申し上げますと

６８ページになるかと思いますけれども、

乳幼児健康診査事業、とりわけ３歳６カ月

児健診のことで、以前この委員会の中でも

申し上げさせていただきましたけれども、

その際に、特に視神経の異常に気づくこと

ができなければ、その後、大きな問題にな

りかねないということで、少し工夫をして

いただきたいということを申し上げさせ

ていただきました。 

 今現在、この３歳６カ月児健診の際の、

特に視神経の検査について、どのようにな

っているのか、あのとき私が委員会の中で

指摘をさせていただいたときから何か変

えられたことであるとか、工夫をされたこ

とがもしあるならば、お教えいただきたい

と思います。 

 それから、同ページになりますけれども、

衛生害虫等駆除業務のことでございます。

今、ブラジルでジカ熱といったものがはや

っているようでございますし、少し前には、

我が国におきましてもデング熱といった

ものが久しぶりに出てきたということで、

両方とも蚊が媒介をして発生をする、そう

いった病気なのかと思います。 

 ということを考えたときには、やはり特

に蚊の駆除といったものをしっかりと徹

底をしていくということは、これは市民の

健康を考えたときに非常に大きなことな

のかと思うんですね。 

 この委員会の中でも、村上委員も森西委

員も以前からおっしゃっておられました

けれども、以前はそれぞれの自治会に蚊を

駆除するための薬剤を配られて蚊の駆除

をしてきたと。しかし、確か前橋で事故が

あって自粛をしてきたわけですよね。とな

ってきたときに、今後、市としてどのよう

な方向性を持っていくのか。改めて申し上

げますと、特に私は蚊の駆除ということは、

市民の健康ということを考えたときには、

非常に大きな問題になろうかと思うので、

今後、２８年度も含めてどのような方策を

お持ちなのか、その点についてお聞かせを

いただきたいと思います。 

 ３点目、最後ですけれども、市民農園に

つきましてお聞かせいただきたいと思い

ます。 

 この事業は、非常にニーズの高い事業な

のかなと思っております。以前から個人貸
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しができないのかというお話がございま

して、それができない理由についてもこの

委員会の中でお聞かせいただいてきたと

ころですが、今回お聞かせいただきたいの

は、今後、この市民農園に対するニーズは

高まってくるだろうと。その際に、摂津市

内で新たに農地の確保といったことが今

後可能なのか、当局としてどのようにお考

えなのか少しお聞かせいただきたいと思

います。 

○上村高義委員長 丹羽課長。 

○丹羽保健福祉課長 保健福祉課にかか

わります、害虫駆除についてご答弁させて

いただきたいと思います。 

 嶋野委員ご指摘のように、デング熱等蚊

を媒体とした感染症、病気が流行している

事実は報道等で把握してございます。一方、

これもご指摘ありましたように、従前は自

治会に薬剤をお渡しさせていただいて近

くの水路と溝等にまいていただいて、駆除

していただいていた経過がございました。

しかし、これも今おっしゃっていただいた

ように、事故がありまして、厚生労働省か

ら配付については自制するようにという

通知を受けて中止をしてきた次第でござ

います。 

 一方、昔に比べれば下水等も普及してま

いりまして、蚊は少なくはなってきてござ

いますが、やはり土木下水道部と連携しま

して市内の水路等の蚊が多く発生する場

所については定期的に消毒を行っている

ところでございます。 

 ただ、蚊が全くいなくなったかというそ

ういう状況もございませんので、感染症等

の病気を視野に入れた消毒については、今

のところ、火急な改善策は持っていないん

ですけれども、蚊が発生しているというよ

うな形で、市民の方から市にご要望があれ

ば、先ほど言っていただいている害虫駆除

の委託の中には消毒業務も入っています

ので、そこの中で消毒をさせていただいて

いる次第でございます。 

 蚊についての強い要望等はないんです

けれども、感染症等もありますので、近隣

の国で起きたり、日本の国内で起きたとい

うような状況等、情報の把握については注

意を払って対応してまいりたいと考えて

おります。 

○上村高義委員長 川口参事。 

○川口保健福祉課参事 ３歳６カ月児健

診におけます視覚健診の状況についてお

答えさせていただきます。 

 現在、３歳６カ月児健診の視覚検査につ

きましては、家であらかじめ家族による検

査を実施していただくということをまず

初回としてはお願いをしております。 

 また、会場で十分検査ができない場合に

は、検診会場で看護師あるいは保健師によ

るランドルト環で検査をしているんです

けれども、健診当日、眼科の医師に来てい

ただいて精密検査をするのではなくて、そ

の会場において、子どもの発達の影響もあ

る場合がありますが、十分検査に対応でき

ない、あるいはやっぱり精密検査の必要が

あるかと思われるお子さんにつきまして

は、その時点で専門機関へ紹介状を発行と

いうことで、眼科の健診については専門医

療機関のほうへ受診を勧めるというよう

な体制に平成２６年度から変更をしてお

ります。 

○上村高義委員長 林局長。 

○林農業委員会事務局長 市民農園の農

地の確保についての問いにお答えします。 

 平成２７年４月に都市農業振興基本法

が制定されました。それで、この２月に国

のほうが基本計画の素案を出して４月に
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閣議決定をされる予定ですが、その基本計

画の素案の中には、自作が原則であった相

続税の納税猶予の農地も、人に貸して耕作

しても構わないというような税制上の措

置が検討されております。 

 今まで、市民農園として借りてほしいと

おっしゃっている農地は、利用がなかなか

不便な農地が多くて、市がかなり費用を出

して整備しないといけないような農地と

か、まとまって広さがないとかいうことで、

一部お断りしている部分もあります。 

 それが相続税納税猶予の農地が借りら

れるようになると、広い道路に面している

など、使っていただく方に利便性の高い農

地が確保できるんじゃないかと思ってお

ります。 

 国の基本計画が策定されると、府、それ

から市町村の自治体もそれに合わせて基

本計画を作成いたしますので、その際には、

実際に相続税の納税猶予を受けておられ

る方は、ずっと今まで自作で続けないとい

けないという状況になっていたのが緩和

されますので、ご高齢になられておられれ

ばお借りできるんじゃないかと思ってお

ります。 

 今、生産緑地が１６ヘクタールぐらいあ

りますので、市街地にある農地を保存、保

全するためにもそういう市民農園として

の利用も市としては考えていきたいと思

っております。 

○上村高義委員長 嶋野委員。 

○嶋野浩一朗委員 まず健診のことです

けれども、２６年度から変更していただい

たということで大変にありがたいと感じ

ております。 

 以前のこの委員会の中でも申し上げさ

せていただきましたけれども、まずは家で

検査するんですよね。そのときに、どうし

ても保護者は、自分の子どもがもし何か異

常があったとしても、それを認めたくない

という心情がやっぱり働くんですよね。 

 そうなったときに、お子さんがもしここ

でしっかりと正確な情報をつかんでおか

ないと、後々大きな問題になりますよとい

うことをまずはしっかりお知らせをする

ということ。それと、ご希望がある場合に

は、どんどん専門の機関に紹介をしていた

だいて、しっかりと精密検査をしていただ

くような、そういった空気感をつくってい

くということが非常に大きな前進なのか

というように感じております。 

 個人的な話になってしまいますけれど

も、私の長女も見えにくいということを自

分の口から発したもので、そういう専門機

関に見ていただいて、問題が発覚したとい

ったことがございますし、逆にその健診の

ときに見つからなかったがために、少し問

題を抱えているというケースも何人か把

握をしておりますので、２６年度からいろ

いろと工夫はしていただいておりますが、

さらにできる工夫をしていただきたいと

いうことで、要望として申し上げたいと思

います。 

 それから、害虫駆除のことですけれども、

蚊の駆除のことについて市民の方からお

声がないというお話ですね。 

 私も地域の中で、年に１回、雨水枡の清

掃とかあるんですよね、。その際にやはり

そういった声も上がってくるわけで、そう

いうニーズはあるのかと思っています。 

 そこで一つ提案させていただきたいの

は、害虫駆除ということで、業務委託され

ていますよね。その業務委託先に、この自

治会等はこの日に雨水枡の清掃をするよ

ということがしっかりと連絡がとれると、

その際にできるんじゃないかと思うんで
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すよ。 

 これは、市内自治会が大変多くございま

すので、そこの調整が難しいのかもしれま

せんが、先ほど申し上げました市民の健康

ということを考えたときには、さらに工夫

が要るのかと思っております。水路の消毒

等は定期的にしていただいているという

ことでございますが、より身近な雨水枡等

の害虫に対する対策ということについて

も、どこまでできるのか、少し課内で検討

していただいて、よりよい方向性をお示し

いただきたいということで、これは要望と

して申し上げたいと思います。 

 それから、農園のことでございますが、

局長からご答弁いただきまして、新たな法

によって相続税の猶予の農地についても

他人に貸し出しができるということで、今

後は市内におきましても農地の確保とい

ったことが期待できるんじゃないかとい

うご答弁だったのかと思います。 

 それは、ぜひ確保していただくとともに、

極端な話をすると、摂津市の市民の方が使

われる市民農園を別に市内だけに限らな

くてもいいのかと思っているんですよ。そ

う遠くはない、どこかあいているところが

あれば、そこをお借りできるようなそうい

ったつながりというものも、私は可能じゃ

ないのかというように思っております。ぜ

ひ、そういったことも将来的には視点に持

ちながら、先ほど森西委員がおっしゃって

おられましたけれども、多くの皆さんが緑

と触れるというか、そういった機会をぜひ

提供していただくためにいろんな方向か

らその可能性を探っていただきたいとい

うこと、これを要望として申し上げて終わ

らせていただきます。 

○上村高義委員長 嶋野委員の質問が終

わりました。 

 暫時休憩します。 

（午後５時３分 休憩） 

（午後５時３分 再開） 

○上村高義委員長 再開します。 

 本日の委員会は、この程度にとどめ、散

会します。 

（午後５時４分 散会） 
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